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はしがき  

 本稿は、筆者が慶應義塾大学大学院後期博士課程在学中において執り行った、

情報通信とコンテンツ産業に関する研究をまとめたものである。  

 コンテンツ産業は、クール・ジャパン戦略として政府が国内外に発信しよう

としているだけでなく、世界でも、経済成長の柱の 1 つであると力を入れられ

ている産業である。しかしながら、国内コンテンツ産業は世界第 2 位とはいえ、

成長スピードは鈍化し、海外輸出比率も低いというのが現状であり、新たな経

営手法や政策が必要とされている。  

そして、情報通信技術や情報通信サービスの発達は、コンテンツの流通・宣

伝手法にイノベーションをもたらしたと同時に、知的財産権やビジネスモデル

等の観点から、さまざまな社会的課題ももたらした。そのような中で、本稿の

実証分析結果が、政策設計やビジネスモデルの検証に、少しでも貢献すること

が出来たら幸いである。  

 また、本稿の執筆並びに大学院におけるさまざまな研究を遂行できたのは、

多くの方々の支援のおかげである、ここに深謝の意を表する。  

 大学院入学当初から本研究についてだけでなく、勉学、生活のあらゆる面で

お世話になった、大学院修士課程、後期博士課程の指導教授である慶應義塾大

学経済学部河井啓希教授に、心から感謝の意を表したい。河井先生に紹介され

た多くの実証分析に関する論文を読むことで、さまざまな統計的視点や手法を

学ぶことが出来た。  

 本稿の指導にあたっていただいた慶應義塾大学経済学部中嶋亮准教授には、

統計的手法や今後の研究生活について多くのご助言をいただいた。深く感謝申
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し上げたい。特に、実証分析の要となる識別戦略について、多くのアドバイス

を下さった。  

 学部時代の研究会の先生であった慶應義塾大学経済学部田中辰雄准教授には、

研究会から今日に至るまで、研究分野や生活等、あらゆる面でお世話になった。

ここに深謝の意を表したい。田中先生の強い勧めと両親への説得がなければ、

大学院に進学してこうして研究を行っていることはなかったように思う。また、

コンテンツ産業や情報通信に関してさまざまな視点から観察して統計的に検証

するといったことをお教えいただき、本稿の内容に多大な影響を受けると共に、

執筆にあたりさまざまなご助言をいただいた。  

 修士論文の執筆から勉学に至るまでさまざまな点でお世話になった慶應義塾

大学経済学部石橋孝次教授に、深くお礼申し上げたい。自己の興味のある研究

テーマにこもりがちな私に対し、より広い視野で研究を行った方が良いといっ

たご助言をいただいた。  

 最後に、私をあたたかく応援してくださった両親・家族に心より感謝申し上

げたい。  

尚、本研究は、以下の研究助成により実施された。ここに記して感謝の意を

表する。  

・慶應義塾大学大学院博士課程学生研究支援プログラム  

2014 年 11 月  

山口  真一  
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第１章 序論  

コンテンツ産業は、日本の代表的な産業の 1 つである。コンテンツとは「情

報の内容」を意味するが、具体的にコンテンツ産業とは、映像、ゲーム、書籍 (図

書・新聞・画像・テキスト )、音楽等の制作・流通を担う産業の総称である (経

済産業省、2014)。デジタルコンテンツ協会 (2013)によると、国内コンテンツ産

業は現在約 12 兆円の市場規模を持ち世界第 2 位となっている (図１－１ )。また、

経済産業省 (2004)によると、世界のコンテンツ産業成長率は世界 GDP 成長率

を上回っており、世界的に見ても重要で、今後もさらにその重要性が増してい

く産業であるといえる。  

 

出典：経済産業省 (2014)「コンテンツ産業の現状と今後の発展の方向性」から

筆者が作成  

※2012 年以降は予測値  

図１－１  主要国のコンテンツ産業市場規模  
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実際、その認識は各国にあるようで、例えばイギリスでは、1998 年にクリエ

イティブ産業特別委員会 (CITF: Creative Industry Task Force)が設置され、ク

リエイティブ産業現状分析報告書 (Creative Industries Mapping Document)を

発表することで、コンテンツ産業がイギリス経済にどのように貢献し、重要な

産業となっているかを分析した。その流れは近年にも続いており、イギリス文

化・メディア・スポーツ省 (Department for Culture Media and Sport: DCMS)

では、2007 年にコンテンツ産業に関する現状および課題の分析を行った報告書

を刊行している (木下、2009)。同じようにアメリカでも、コンテンツ産業は全

産業平均の約 2 倍の成長率をもっており , 雇用創出は  3 倍もの成長率となっ

ていることが報告されている。  

日本でも同様に、クール・ジャパン戦略として政府が振興策に力を入れてお

り、メディアミックスと多様性という観点から産業構造を分析している田中

(2009)や、コンテンツ制作について論じている中村 (2005)、クール・ジャパン

と輸出振興政策、通商政策について、文化・経済の両面から考察している三原

(2013)、コンテンツと観光創出・地域振興について論じている増淵 (2009)、コ

ンテンツ産業における労働市場の特徴とコンテンツ産業そのものの重要性を訴

えている八木 (2006)等、地域経済、文化、国際競争力、貿易、労働市場といっ

た様々な観点から多くの研究がなされている。また、そもそもクール・ジャパ

ンという単語が用いられるきっかけとなった McGray(2002)を筆頭に、クー

ル・ジャパン戦略について文化的・経済的影響の双方から考察したうえでその

問題点を指摘した Allison(2007)、クール・ジャパン戦略のイメージと現実との

ギャップについて指摘した Kelts(2010)、日本のコンテンツ産業における総生

産量と最終需要のシフトについて分析した Zuhdi et al.. (2013)等のように、海
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外でも多くの研究者が日本のコンテンツ産業を対象に研究を行っていることか

ら、日本のコンテンツ産業が国内外問わず着目されていることが分かる。  

さらに、コンテンツ産業は経済波及効果が大きく、コンテンツ産業の市場規

模に対して、製造業等の非コンテンツ産業への波及効果は約 1.7 倍になるとい

われている点も、コンテンツ産業の重要性を高める一因となっている  (デジタ

ルコンテンツ協会、 2009)。そして、コンテンツ産業を通じた文化的影響力の

拡大は、新たな市場の創造と拡大に繋がるという点も指摘されている (八木、

2006)。例えば、2004 年から始まって近年まで日本で続いた韓流ブームは、日

本における韓国そのもののブランド価値を高め、韓国製品の輸入増加に繋がっ

た。このような、文化的影響力の拡大による経済的競争力の増加は、経済産業

省 (2014)においても重要視されている。  

以上のようにコンテンツ産業は、近年特に国内外問わず重要視されているこ

とが分かったが、その一方で、図１－１からもわかるとおり、現在の国内コン

テンツ産業の成長率は低く、近い将来中国に抜かれることが予想されている。

さらに、主にアジア圏での日本産コンテンツは人気が高いものの、海外輸出比

率は約 5%しかないという点も問題として指摘されているのが日本のコンテン

ツ産業の現状である。  

そのようなコンテンツ産業について、本研究で特に論じたいのは、情報通信

との関係である。何故ならば、近年における情報通信技術や情報通信サービス

の急速な発達は、コンテンツ産業の流通や宣伝といったビジネスモデルや、消

費者の利用形態、知的財産権問題を劇的に変化させ、かつ、その変化は今後も

継続していくことが考えられるためである。例えば、音楽産業では、ダウンロ

ード販売 (音楽配信 )も一般的な流通手段となり、YouTube 等の動画共有サービ
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ス 1を通してミュージックビデオを見せる宣伝方法も広く使われている。また、

映像産業においても同様に、有料動画配信や、動画共有サービスを通してのプ

ロモーションビデオを用いた宣伝方法、期間限定無料動画配信等、インターネ

ットを利用した流通・宣伝が当たり前のようになってきている。  

このように、情報通信とコンテンツ産業が密接に関係している背景には、次

のような理由がある。コンテンツ財は通常財と異なり、製作費に大きな費用が

掛かる一方、コピーにはあまり費用が掛からないので、限界費用がゼロに近い。

そのため、インターネットを利用した流通や宣伝は非常に低コストで行うこと

が出来、かつ、広範囲の消費者に提供が可能であるからである。実際、日本レ

コード協会 (2014)によると、ピークより落ちたとはいえ、2013 年における有料

音楽配信の売り上げは約 420 億円となっており、CD の 20%程度の市場規模が

ある。  

これは、従来のように、ラジオやテレビで宣伝を行って消費者の認知度を上

げ、そのうえで CD や DVD、古くはカセットテープやレコード、ビデオといっ

たパッケージ製品を販売していたビジネスモデルが、急速に変化してきている

ことを示唆している 2。特に、情報通信を利用した、コンテンツの一部無料公開

による宣伝手法は革新的であるといえる。何故ならば、ラジオやテレビ等のメ

ディアを使って限定されたタイミングで無料公開しているのと異なり、少なく

とも無料配信されている期間は、誰でもいつでも視聴可能である。そのため、

大きな宣伝効果が期待される一方で、宣伝目的であったはずの無料配信が、十

                                                   
1 インターネット上のサーバにユーザが投稿した動画を、不特定多数のユーザ

で共有し、視聴出来るサービス。近年においては、コンテンツ生産者が公式に

コンテンツの一部または全てを配信する場ともなっている。本稿においては、

これをインターネット配信としている。  
2 ただし、映像産業においては広告費を前提とした視聴率モデルが広く普及し

ており、他の音楽産業、ゲーム産業、書籍産業とはやや状況が異なる。  
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分にコンテンツ財そのものの代替財と成り得るためである。  

また、そのような革新的ビジネスモデルが登場した反面、消費者による違法

な海賊版 (消費者コピー )や二次的著作物の共有も社会問題となっている。限界

費用が安いという前述したコンテンツ財の特徴と、情報通信技術、サービスの

急速な発達による消費者共有の難度・コスト低下によって、多くのコンテンツ

財の消費者コピーや二次的著作物が共有されてしまっているのが現状である。

これらはいずれも、コンテンツ財の一部、あるいは全部のコピーを消費者が無

料で共有しているということであり、基となっているコンテンツ財そのものの

代替財となってしまっていることが懸念される。  

尚、二次的著作物とは、既存のある著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映像

化等で利用し、新たに創造された著作物の事で、その既存著作物の生産者と二

次的著作物の生産者が異なり、かつ、許諾を得ていない場合、それは少なくと

も国内では違法な著作物となる。古くから、既存の小説のあらすじを基とした

パロディ小説や映画、編曲した楽曲等が存在したが、近年の情報通信技術の発

達により、違法な二次的著作物は大量生産・大量公表されるようになった。代

表的なものとして、既存の音楽や映像を組み合わせて新たな映像作品として制

作された MAD 動画や、既存のゲームソフトをプレイしている様子を映像作品

としたゲームプレイ動画がある。  

以上のように、コンテンツ産業と情報通信において、特に次の 2 点について

注目されている。第一に、情報通信を利用した新しいコンテンツビジネスモデ

ル (流通・宣伝 )。第二に、情報通信を利用した消費者による海賊版のコピー、

あるいは二次的著作物の共有。  

本研究ではこれら 2 点について理論的に整理すると共に、実証分析をするこ
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とで定量的に検証を行い、経営的・政策的含意を導く。そこで、次節から、そ

れぞれの先行研究のレビューと仮説の導出を行う。  

１．１． 情報通信を利用したビジネスモデル  

 本節では、情報通信を利用したコンテンツ産業のビジネスモデルとして、流

通・宣伝に着目して論じる。まず、情報通信を利用した流通とは、小売店を通

してパッケージ製品を販売する従来のビジネスモデルと異なり、インターネッ

ト上のプラットフォームを通して直接データを販売するものである (あるいは、

プラットフォームを通さず直接消費者に販売する場合もある )。例えば、iTunes

を通しての音楽有料配信や、Gyao!を通しての映像有料配信がこれに該当する。 

 このような流通方法の拡大は、消費者がより容易にコンテンツを購入するこ

とを可能にすると共に、どのような消費者がどのような経路で購入に至ったか

というデータの収集が可能になる点や、コンテンツを分割しての販売が可能 3に

なる点から、生産者にとっても消費者にとっても余剰増加に繋がると考えられ

る。  

しかしながら、それらがパッケージ製品に対して大きな代替効果を持つ場合、

必ずしも生産者余剰に有意に正の影響があるとは限らない。つまり、情報通信

を利用した流通によって新規市場を開拓するのではなく、既存のパッケージ製

品市場をただ食うだけの、いわゆるカニバリゼーションの問題が発生していた

場合、パッケージ製品と情報通信を利用した流通の限界利益次第では、有料配

信を行うことはむしろ生産者余剰を下げている可能性がある。例えば音楽産業

                                                   
3 例えば、音楽産業におけるシングル CD は、一般的に 2 曲以上入っているも

のであるが、これが有料配信では全てばらばらに販売することが可能である。

これを可能にしているのは、限界費用がゼロに近いという特徴に他ならない。  
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であれば、演奏のみバージョン (Instrumental Version)を除いて計算した場合

の 1 曲あたりの価格が、パッケージ製品に比べ有料配信の方が安い場合が多い

ので、そのような問題が発生していることは十分に考えられる。  

実際、和田 (2011)や経済産業省 (2009)は、有料配信が CD に対して大きな代

替効果を持ち、CD 販売数減少の一因となっていると指摘している。また、岡

崎・中川・松本・山田・横山 (2009)は、同様の指摘をしたうえで、有料配信の

価格は、配信プラットフォームの利潤最大化のために安めに設定してあること

で、CD の販売数が減少し、結果的にレコード会社の利潤が損なわれる可能性

があることを述べている。さらに、Waldfogel(2010)では、CD 販売数だけでな

く消費者コピーの共有も有料配信に置き換わってきていると指摘しており、そ

のような指摘は Koh(2013)でもなされている。しかしその一方で、小野島 (2013)

のように、有料配信の代替効果は限定的という指摘もある。また、CD 販売数

減少の原因は消費者関心の多様化であり、消費者が CD を買うより携帯料金を

払うようになっただけだという指摘もある (津田・牧村、2010)。そのように先

行研究でも意見はまちまちであり、実証分析の蓄積も少ないため、インターネ

ット配信を全く行わない、あるいは、無料配信のみにしている、有料配信のみ

にしているといったアーティストやレコード会社も多く、インターネット配信

への対応はさまざまとなっている。  

次に、情報通信を利用した宣伝とは、財の一部や全部を無料でインターネッ

ト配信 4することによってユーザを拡大させ、それと差別化された (主に付加価

値のある )パッケージ製品を販売し、結果的にパッケージ製品販売数増加につな

げようとする宣伝手法である。これは、音楽産業であれば動画共有サービスを

                                                   
4 本研究では、「インターネット配信＝生産者が公式に行っているインターネッ

ト配信」と定義する。  
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用いたミュージックビデオ (以下 MV)公開や、一部無料試聴が該当する。この

ようなビジネスモデルのことを、Anderson(2009)はフリーミアムと定義し、情

報通信社会において主流となるビジネスモデルだと述べている。  

こういった宣伝手法は、消費者が容易にコンテンツ財にアクセス可能となり、

高い補完効果が見込める一方で、宣伝目的のインターネット配信そのものがコ

ンテンツ財の代替財となってしまうというカニバリゼーションの問題も考えら

れる。フリーミアムとコンテンツ産業については、主に音楽産業を中心に、消

費者の支払い意欲額 (willingness to pay (WTP))を実証分析することでフリー

ミアムのマネタイズ方法を検証した Doerr et al.. (2010)、フリーミアム・モデ

ルにおける無料配信の補完効果を実証分析した Wagner et al.. (2013)、楽曲の

インターネット配信や消費者コピーの共有が需要に与えた影響と新しいビジネ

ス モ デ ル と し て の フ リ ー ミ ア ム ・ モ デ ル に つ い て 理 論 的 に 分 析 し た

Waelbroeck(2013)、フリーミアム・モデルにおける消費者のコストとは何かを

理論的に検討した Hoofnagle and Whittington(2014)等、研究が蓄積されてき

ている。  

 また、フリーミアムなビジネスモデルの代替効果と補完効果については、映

像産業においても注目されている。例えば、英国放送協会 (British Broadcasting 

Corporation, BBC)は、2007 年からインターネット経由のテレビ、ラジオ試聴

サービスである BBC iPlayer のサービスを行っているし、米国 CBS 放送 (CBS 

Broadcasting)は、2006 年に YouTube と提携し、映像コンテンツを配信してい

る。そして映像産業における情報通信を利用したビジネスモデル研究として、

音楽産業と映像産業について横断的に論じている Kende, M. et al..(2013)や、

ハリウッドにおけるビジネスモデルの変革をレビューした Pardo(2012)、テレ
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ビ ビ ジ ネ ス に お け る フ リ ー ミ ア ム と 携 帯 テ レ ビ の 重 要 性 を 考 察 し た

Kotliar(2011)、映像産業における情報通信技術の発達とビジネスモデルの変革、

オンラインビデオのビジネスチャンスについて論じた Vriendt et al.. (2011)等、

様々な観点から、理論分析、事例分析を中心に研究がなされている。  

その一方で、日本企業は、佐々木 (2007)や読売新聞 (2008)で言われているよ

うに、「番組をネットで流せば視聴者が減り、2 兆円規模のテレビ広告ビジネス

が脅かされる」として、代替効果を考慮した慎重な意見が目立っていた。しか

しながら、昨今においては、日本のテレビ局も徐々にインターネット配信に対

応するようになってきており、テレビ放映した映像コンテンツの一部を、有料

あるいは無料でインターネット配信している。それに伴い、ニールセン (2009)

で見られるように、動画配信サービス利用者数も増加傾向にある。また、特に

テレビアニメについては動画配信が盛んにおこなわれており、現在ではテレビ

アニメの半分程度が、テレビ放送とほぼ同じ内容をインターネットでも配信し

ている。ただしこれも、音楽産業と同様に企業によって対応はさまざまであり、

全くインターネット配信を行わなかったり、テレビ放映と同時のストリーミン

グ配信しか行わなかったりといった対応も見られる。  

以上みてきたように、技術進歩に伴って新しいビジネスモデルに移行してい

く過程で、国や企業、コンテンツによってその対応がまちまちになる事例は、

過去にも多くあった (新宅・柳川、2008)。例えば音楽産業であれば、レコード

というパッケージ製品が発明され音楽を記録することが可能になると、レコー

ドを販売するレコード会社が誕生した。その後、ラジオ放送という新しい技術

が誕生すると、無料で視聴可能なラジオ放送に顧客を奪われ、レコード会社は

危機に陥ったため、ラジオ放送とは敵対関係となった。しかしながら、今度は
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レコード会社の中からラジオ放送を宣伝として利用するビジネスモデルを採用

する会社が現れ、それが広まっていった結果、現在ではラジオで無料放送を行

って宣伝することが当たり前となった。  

このような現象は、新しいビジネスモデルが出来始めて間もない時期は、実

証分析が乏しく、特に既存ビジネスモデルに対する代替効果・補完効果が不透

明なので、慎重な姿勢をとる企業が多いことが原因であると考えられる。そこ

で本研究では、情報通信を利用したビジネスモデルである情報通信を利用した

宣伝・流通について、特に既存ビジネスモデルであるパッケージ製品販売数へ

の影響に着目して実証分析を行うことで、ビジネス的含意を導く。  

１．２． 情報通信を利用した消費者コピー・二次的著作物

の共有  

 コンテンツ財と情報通信については、著作権問題が常に大きな課題となる。

なぜならば、前述したようなコンテンツ財の特徴 5から、消費者によって、コン

テンツ財が劣化されずに多くコピーされる、あるいは、多くの消費者がアクセ

ス出来るような場所に容易にコピーされてしまうことで、広く利用されてしま

う可能性があるためである。そういった場合、そのコピーがコンテンツ財の代

替財となってしまい、コンテンツ財の売り上げを損なうことが考えられる。  

 情報通信を利用したビジネスモデルよりも法律的・政策的意味合いが強いこ

とから、生産者の利益を損なわないようなインターネットの利用という点につ

いて、理論的・実証的分析が非常に多くなされている。  

 理論・事例分析では、消費者コピーを消費者行動の面から理論的にモデル化

                                                   
5 限界費用が極小であるという特徴。  
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した Gopal et al. (2004)、消費者の共有グループの行動とパッケージ製品供給

モデルの均衡点について論じた Piolatto and Schuett(2011)、情報通信による

知的財産権侵害についての理論研究をまとめて問題点を整理した Belleflamme 

and Peitz(2010)や Peitz and Waelbroeck(2006)、知的財産権保護制度と情報通

信を利用した消費者コピーの共有について DVD 等の事例を示して検証した

Dent(2010)、音楽産業における消費者コピーが音楽 CD 販売数と有料配信視聴

者数 (販売 数 )の需 要 をどのよ うにシ フ トさせる かを考 察 した Koh and 

Murthi(2013)等が挙げられる。  

 また、実証分析は特に多く、消費者の私的コピーについてインターネットの

普及と音楽 CD 売り上げとの関係を実証分析した Peitz and Waelbroeck(2004)

や Liebowitz(2008)、ファイル共有サービス Megaupload のシャットダウン 6前

後における映像産業の収益変化について実証分析した Peukert et al. (2013)、

音楽産業における消費者コピーが音楽 CD 販売数と携帯音楽プレイヤー販売数

に与えた影響を実証分析した Leung(2013)、消費者コピーを取り締まる知的財

産権 保 護 強化 政 策 が 音楽 産 業の 売 り 上げ に 与 えた 影 響 を実 証 分 析し た

Danaher et al. (2012)、ファイル交換ソフトによる消費者コピーの共有と音楽

CD 販売数に与えた影響を実証分析した Barker(2012)や Oberholzer-Gee and 

Strumpf(2007)や Blackburn(2004)、それに加えて動画共有サービスによる共

有についても実証分析した田中 (2011)、映像産業において消費者コピーが DVD

販売数に与える影響を実証分析した Smith and Telang(2010)、音楽産業と映像

産業の実証分析をレビューした Liebowitz(2012)等、枚挙にいとまがない状態

                                                   
6 Megaupload は、かつて世界で多く利用されていたファイル共有サービス (フ

ァイルホスティングプラットフォーム )。2012 年 1 月にシャットダウンされ、

運営者は FBI に逮捕された。  
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であり、社会的関心の高さがうかがえる。  

しかしながら、これほど実証分析含め多くの研究がなされているにもかかわ

らず、情報通信を利用した消費者コピーの代替効果と補完効果について、意見

は統一されていない。つまり、消費者コピーの存在はパッケージ製品販売数 (利

益 )に負の影響があるという分析結果が出ている一方で、消費者コピーの存在は

パッケージ製品販売数に対してわずかに負の影響しかない、あるいは、むしろ

正の影響があるという分析結果も出ている。  

仮にパッケージ製品の販売数を下げていない場合は、消費者コピーを規制す

ることは消費者余剰を下げるだけであるため、社会的厚生に悪影響であること

が考えられる。また、城所 (2008)は、著作権保護にこだわることが、コンテン

ツ産業におけるビジネスチャンスを逃すことに繋がっていると指摘している。  

 さらに、消費者コピーと同様に、違法でありながら大量に共有されている、

二次的著作物も、特に国内において議論の的となっている。二次的著作物とは、

前述したように、既存のある著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映像化等で利

用し、新たに想像された著作物の事で、その既存著作物の生産者と二次的著作

物の生産者が異なり、かつ、許諾を得ていない場合、それは少なくとも国内で

は違法な著作物となる。二次的著作物は、消費者コピーと異なり完全代替材と

はなりえないものの、既存のコンテンツの一部を無許諾に利用して公開してい

るため、代替性は十分に考えられるうえ、著作権法違反 7となっている。  

 実際、例えばゲーム産業であれば、田下 (2012)や佐藤 (2013)は、ゲームプレ

イ動画について、「見ているだけで満足してしまう」「ネタバレになる」等の理

由から、ゲームの魅力を消費してしまう可能性があることを指摘している。そ

                                                   
7 具体的にどの点が著作権法違反かについて、付録１．１．に記載している。  
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の他、生産者であるゲームソフト・メーカーからも、インサイド (2012)やイン

サイド (2013)で述べられているように、ストーリーが分かってしまうようなゲ

ームプレイ動画の投稿自粛を求める声明が発表されることもしばしばある。ま

た、池谷 (2011)のように、ゲームプレイ動画はゲームソフトの販売数を低下さ

せていると明言するゲームソフト・メーカーや、苦労して制作したゲームを無

料で公開されることを望むはずがないと明言するゲームソフト・メーカーもあ

る。この見解は、インサイド (2014)でも見ることが出来る。さらに、ゲームソ

フト・メーカーの定めたゲームプレイ動画のガイドラインの中には、ゲームの

一部分のみ許可し、他の全ての部分のゲームプレイ動画投稿を禁止したような

厳しい物も少なくない。  

 仮にこのような代替効果が大きく、生産者余剰を損なっている場合は、現在

の親告罪 8という著作権法規制水準は低すぎると考えられるため、より厳しい法

的規制をする必要があるといえる。  

 しかしその一方で、二次的著作物の補完効果も指摘されている。同じように

ゲーム産業を例にとると、例えば、アンケート調査では、消費者がゲーム購入

の決め手としているものとして、ゲームプレイ動画を最も重視すると答えた消

費者が 47%もいた (水口、2010)。また、Google(2013)は、YouTube に投稿され

たゲームプレイ動画の視聴者数と、ゲームの販売数に極めて強い相関があるこ

とを示している 9。  

                                                   
8 告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪のこと。告訴権者は被害

者のみであるため、企業イメージを損なう、裁判のコストがかかる等の理由で、

著作権法違反を発見しても告訴しない企業もある。また、そもそも大量に存在

する著作権法違反を、被害者である生産者が探さなければならないのもコスト

である。  
9 ただし、これらの分析には問題もある。前者については、ゲームをよく購入・

プレイする人 1000 人を対象としたアンケートであり、セレクション・バイア

スの問題やアンケート調査の客観性の問題があると考えられる。また、後者に
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 仮にこのような補完効果が大きく、二次的著作物が一次著作物 10の販売数に

正の影響を与えているならば、それを違法としている現在の著作権法規制水準

は高すぎであり、委縮効果 11によって消費者余剰 12と生産者余剰を共に損なっ

ていると考えられる。  

 以上のような著作権法規制水準と社会的厚生についての議論は、Landes and 

Posner(1989)や田中 (2005)を参考に、次の図１－２のように定式化される。図

１－２は、横軸を著作権法規制水準として、消費者余剰、生産者余剰、社会的

厚生の短期的なグラフを描いたものである。まず、消費者余剰については、規

制水準が低ければ低いほどコピーや二次的著作物共有のリスクが減少するため、

左端で最も大きくなる。次に、生産者余剰については、規制水準を高くしてい

くにつれて大きくなっていくが、やがて短期的最適点を境に減少に転じる。こ

れは、規制強化によって引用が出来なくなったり、消費者のコンテンツ離れが

起きたりするため、強すぎる規制は生産者余剰も下げると考えられるためであ

る。これら 2 つの余剰を足し合わせた社会的厚生については、消費者余剰最大

化点と生産者余剰最大化点の間で最適となると考えられる。しかしながら、こ

れはあくまで短期的なものであり、長期的社会的厚生最適点は、短期的社会的

厚生最適点と、短期的生産者余剰最大化点の間の規制水準で実現されると思わ

れる。何故ならば、短期的社会的厚生最適点では、生産者余剰は最大化されて

                                                                                                                                                     

ついても、内生性の問題が考えられ、過大推定となっている可能性がある。さ

らに、Google は、YouTube を運営している企業であるため、中立性の問題も

ある。  
10 生産者のオリジナルコンテンツ財のこと。前述の例であれば、パッケージ製

品であるゲームソフト。  
11 親告罪とはいえ、二次的著作物制作者に対して生産者が訴えて、逮捕に至る

可能性が常にあるため、現行著作権法は二次的著作物の創作・公開に対して委

縮効果を持っていると考えられる。  
12 二次的著作物の公開は消費者にとってデメリットがないため、消費者余剰は

確実に増加する。  
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いないので、生産者のコンテンツ制作インセンティブが失われ、長期的にはコ

ンテンツ数そのものが減少していくことが考えられるためである 13。  

 

図１－２  社会的厚生と著作権法規制水準 (短期 ) 

さらに、近年においては、環太平洋パートナーシップ協定 (Trans-Pacific 

Partnership, 以下 TPP)の問題もある。TPP については、福井 (2012)で述べら

れているように、米国に合わせた知的財産権の保護強化を求められており、本

                                                   
13 以上の図１－１から分かるのは、短期的生産者余剰最大化点を超える過剰な

規制水準は、短期的にも長期的にも社会的厚生を損なうということであるので、

本研究 (第５章 )では、二次的著作物に関しての著作権法規制水準が、短期的生

産者余剰最大化点に対して右に位置するか左に位置するかを検証し、規制水準

について政策的含意を導く。  
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研究と関連して最も重要な点が非親告罪化と法廷損害賠償金 14の導入可能性で

ある。これは、WikiLeaks(2013)によっても裏付けされており、福井 (2013)で

整理されている。特に、非親告罪化は問題であり、現在の法制度のまま非親告

罪にした場合、二次的著作物は、著作権者以外の第三者から訴えられる可能性

が出てくることになるため、著作権法の二次的著作物に対する委縮効果は、よ

り大きなものとなることが予想される。  

また、これらの指摘はゲーム産業に限らず、CD 音源を用いている MAD 動画

や、歌ってみた動画等でも多くされており、自社音源を使用しての、動画共有

サービスにおける二次的著作物はほとんど削除しないと公式発表しているレコ

ード会社もあれば、逆にすべて削除申請しているレコード会社もある。  

 以上のように、二次的著作物は議論の的となっているにもかかわらず、補完

効果と代替効果の大小については憶測で話されることが多く、生産者の対応も

一貫していないのが現状である。これは、消費者コピーに比べて実証研究が乏

しく、二次的著作物がパッケージ製品販売数に与える影響が、定量的にどの程

度であるか、把握できていないためだと考えられる。実証研究が乏しいのは、

消費者コピーの実証研究が最も盛んであるアメリカにおいて、日本と異なりフ

ェアユース規定 15が存在するので、二次的著作物の違法性が問題視されないこ

とが原因だと考えられる。ただし、2008 年にアメリカで発生した Lenz 事件 16が

裁判になる等、議論の的とはなっており、こういった事件は 2010 年に韓国で

                                                   
14 実損害の有無の証明がなくとも、裁判所が罰則的な意味を含んだ賠償金額を決め

られること。  
15 フェアユース規定については、付録１．２．に詳細を記している。  
16 楽曲に合わせて子供が踊る動画を動画共有サービス YouTube にアップロー

ドしたところ、デジタルミレニアム著作権法を根拠に削除されたため、これは

フェアユースに該当するとしてアップロード者が裁判を起こしたもの。原告が

勝利した (張睿暎、2011)。  
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も発生している 17。また逆に、フェアユース規定のない日本においては非常に

重要な問題であるともいえる。  

 そこで本研究では、多くの実証分析が蓄積されている消費者コピーではなく、

二次的著作物の共有に焦点をあてて実証分析を行い、二次的著作物がパッケー

ジ製品販売数に与える影響を定量的に分析する。  

１．３． 対象とする産業と本稿の構成  

 本研究で分析対象とするのは、コンテンツ産業の中でも特に、映像産業、音

楽産業、ゲーム産業の 3 つ、いわゆるデジタルコンテンツ産業である。何故な

らば、デジタルコンテンツは紙媒体の書籍に比べて、情報通信を利用した流通・

宣伝と、情報通信を利用した消費者による二次的著作物の共有が容易なためで

ある。そしてそれらについて、「①情報通信を利用した新しいコンテンツビジネ

スモデル (インターネット配信 )」と「②情報通信を利用した消費者による二次

的著作物の共有」が、既存ビジネスモデルであるパッケージ製品販売にどのよ

うな影響を与えているかについて実証分析を行う。このうち、映像産業と音楽

産業は①について、ゲーム産業は②を問題意識とするため、本研究での分析対

象をまとめると以下のようになる。  

                                                   
17 ソンダンビ事件。内容は Lenz 事件と酷似している。楽曲に合わせて子供が

踊る動画を自身のネイバーBlog とビデオサイトにアップロードしたところ、音

楽著作物の著作権を侵害したとして動画の公開を中止された。そのため、公正

な使用であるとしてアップロード者が裁判を起こしたもの。原告が勝利した。  
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表１－１ 本研究の対象  

 

 このような区分になったのは、それぞれの産業における重要性を考慮した結

果である。映像産業、音楽産業においては、インターネット配信において作品

の大部分 (中には全てのものもある 18)を見せることも多く、また、それらの利用

者も多いため、二次的著作物に比べてインターネット配信の代替効果・補完効

果が大きいと考えられる。その一方で、ゲーム産業においては、公式プロモー

ションビデオ (PV)では内容のごく一部しか見せない場合が多く、クリアまで全

ての内容を共有する二次的著作物 19に比べて代替効果・補完効果が小さいと予

想されるためである。  

 本稿の構成は以下のとおりである。第２章「分析のフレームワークと理論モ

デル」では、コンテンツ産業と情報通信と消費者コピーに関する理論研究につ

いてレビューすると共に、全ての分析のベースとなる、インターネット配信や

二次的著作物がパッケージ製品に与える影響を理論的に整理する。そして特に、

Blackburn(2004)、Piolatto and Schuett(2011)のモデルを参考にして、実際の

分析に使用する基本的な需要モデル (計量経済学的モデル )を提示する。  

第３章「音楽産業におけるインターネット配信の経済効果」では、音楽産業

について、特にパッケージ製品 (シングル CD)とインターネット配信 (無料 MV

配信 )に着目して実証分析を行う。  

主なデータとなるシングル CD 販売数とインターネット配信再生回数は週次

                                                   
18 ただし、画質や音質でパッケージ製品と差別化されている。  
19 ここではゲームプレイ動画。  

映像産業 音楽産業 ゲーム産業

インターネット配信 ○ ○

二次的著作物 ○
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で取得し、パネルデータ分析を行うことで、後述するような内生性問題に対処

して推定を行う。またさらに、系列で変化する誤差項との相関については、操

作変数を用いることで識別を行う。  

分析の結果、インターネット配信動画再生回数はパッケージ製品販売数に有

意に正の影響を与えており、その大きさは、無料配信動画再生回数が 1%増え

ると、パッケージ製品販売数が約 0.27%増加するというものであった。このこ

とから、音楽産業において、インターネット配信は CD 販売数に対して補完効

果>代替効果となっていると考えられるため、企業は積極的にインターネット

配信を行うことで、生産者余剰を増加させた方が良いと思われる。さらに、消

費者にとっても、視聴機会が増えることで消費者余剰が必ず増加するため、社

会的厚生という観点からも、インターネット配信を積極的に行うべきだという

結論が得られた。  

また、作品の人気、インターネット配信動画秒数、ジャンルという 3 つの点

からより詳細に分析した結果、人気については、人気作品以外では有意に正の

影響があった一方で、人気作品では有意な影響が見られなかった。動画秒数に

ついては、秒数に関係なく有意に正の影響があったものの、特に長時間動画の

方が大きく正の影響を与えていた。ジャンルについては、ポップスとアイドル

で大きな正の影響があった一方で、それ以外のジャンルではすべて有意な影響

が見られなかった。  

特にジャンルについては興味深く、多くのジャンルにおいてインターネット

配信による補完効果は代替効果と打ち消しあっており、インターネット配信動

画作成コストを考えると 20、それらのジャンルにおいてインターネット配信を

                                                   
20 ヒアリング調査の結果、動画共有サービスをとおしてのインターネット配信

による宣伝手法については、配信そのもののコストはかからない (生産者は負担
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行うことはむしろ損失になると考えられる。  

第４章「映像産業におけるインターネット配信の経済効果」では、映像産業

の中でも特に深夜アニメ市場について、パッケージ製品 (BD・DVD)とインター

ネット配信 (有料配信・無料配信 )に着目して実証分析を行う。  

主なデータとなる BD・DVD 販売数とインターネット配信再生回数は作品の

エピソード (話数 )単位で取得し、系列をエピソードとしたパネルデータ分析を

行うことで、第３章と同様に内生性問題に対処して推定を行う。  

分析の結果、無料配信動画再生回数はパッケージ製品販売数に有意に正の影

響を与えていた一方で、有料配信動画再生回数は有意な影響を与えていなかっ

た。このことから、無料配信の補完効果は代替効果よりも大きく、パッケージ

製品販売数に対して正の影響があることが確認された。また、その大きさは、

無料配信動画再生回数が 1%増えると、パッケージ製品販売数が約 0.10%増加

するというものであった。  

以上の結果から、少なくとも深夜アニメ市場においては、無料配信はパッケ

ージ製品販売数に対して正の影響があり、また、有料配信はパッケージ製品に

対して代替的ではなく、新規市場を開拓していると考えられる。そのため、企

業は積極的にインターネット配信を行うことで、生産者余剰を増加させた方が

良いと思われる。さらに、消費者にとっても、視聴機会が増えることで消費者

余剰が必ず増加するため、社会的厚生という観点からも、インターネット配信

を積極的に行うべきだという、第３章に近い結論が得られた。  

また、対象とする性別、原作の有無、作品の人気という３つの点からより詳

細に分析した結果、性別については、男性向では無料配信、有料配信共に有意

                                                                                                                                                     

しない )という結果が得られたため、ここではインターネット配信動画作成コス

トのみについて言及している。  
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に正の影響があった一方で、女性向では有意な影響は見られなかった。原作の

有無については、オリジナルでは無料配信が有意に正の影響があった一方で、

それ以外の作品では有意な影響は見られなかった。人気については、人気作以

外では無料配信が有意に正の影響があった一方で、人気作では有意な影響が見

られなかった。これらから、男性向、オリジナル、人気作以外では積極的にイ

ンターネット配信を行った方が良い一方で、それ以外ではパッケージ製品販売

数に特に有意な影響がないため、コストがかかる場合はインターネット配信を

行わない方が良いという経営的含意が得られた。  

第５章「ゲーム産業における二次的著作物共有の経済効果」では、ゲーム産

業について、パッケージ製品 (ゲームソフト )と二次的著作物 (ゲームプレイ動画 )

に着目して実証分析を行う。  

主なデータとなるゲームソフト販売数とゲームプレイ動画再生回数は、デー

タ制約上の理由からクロスセクションデータで取得したが、操作変数を用いた

2 段階 GMM 推定を行うことにより内生性問題に対処した。  

分析の結果、ゲームプレイ動画の再生回数は、ゲームソフト販売数に有意に

正の影響を与えており、その大きさは、再生回数が 1%増えると販売数が約

0.26%増加するというものだった。さらに、ジャンル別での推定では、ノベル

ゲームとレースゲームを除く他 5 つのジャンルで有意に正の影響を与えており、

それら 2 つについても有意に負の影響は見られなかった。  

このことから、生産者がコストをかけて、動画共有サービスの違法なゲーム

プレイ動画を削除したり、裁判を起こしたりすることは、生産者余剰も消費者

余剰も低下させ、社会的厚生に負の影響を与えるため、むしろ、ゲームプレイ

動画の投稿を促すような施策を打ち出すことが、短期的にも長期的にも望まし
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いという結論が得られた。  

また、政策的にも、本研究で見られたような経済効果があるならば、現在の

「違法だけど投稿している・違法だけど放置している」という状態が最適であ

るとは言い難く、少なくともゲームプレイ動画について、著作権法による規制

を緩和すべきという含意が得られた。  

第６章では、各章の分析結果をまとめ、コンテンツ産業と情報通信について、

経営的・政策的含意を改めて考察すると共に、より一層の実証分析の必要性に

ついて論じる。  

付録１．１． 著作権法違反  

 例えば、ゲームプレイ動画についてみずほ中央法律事務所 (2014)や弁護士ド

ットコム (2014)が述べているように、ゲーム画面の映像・音声による表現は、

著作権法上は映画の著作物として扱われ、保護されている。これは、音楽産業

や映像産業においても同様のことがいえる。そのため、ゲーム画面や映像、音

楽を録画・録音・撮影する行為は、映画の著作物の複製にあたり、著作権者の

許諾を受けずに行うと、複製権侵害となる (著作権法第 21 条 )。また、撮影・編

集したゲームプレイ動画を動画投稿サイトにアップロードして、公衆が閲覧出

来るようにすれば、公衆送信権の侵害となる (著作権法第 23 条 )。  

付録１．２． アメリカのフェアユース規定  

 フェアユース規定とは、著作権侵害主張に対する抗弁事由の 1 つである。例

えば、アメリカのフェアユース規定では、著作権者 (生産者 )の許諾なく著作物
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(生産物 )を利用した場合でも、以下の 4 つの判断基準の基でフェアユース (公正

な利用 )に該当すると考えられる場合には、その行為は著作権侵害にあたらない

(城所、2013)。  

１．使用の目的及び性質 (使用が商業性を有するかまたは非営利的教育目的を含

む )。  

２．著作権のある著作物の性質。  

３．著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量及び実質性。 

４．著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響。  

最大の特徴は、利用について具体的な類型を列挙しているのではなく、抽象

的な判断指針を示すにとどめている点であり、これは国内著作権法にはない特

徴である。また、特に重視されるのは１と４である。  
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第２章 分析のフレームワークと理論モデル  

 本章では、先行研究における消費者コピーのモデル 21を参照し、インターネ

ット配信・二次的著作物に関する理論的・計量経済学的モデルを提示する。コ

ンテンツ財の消費者コピーモデルについては、第１章で見てきたように、コピ

ー技術の発達と共に 30 年ほど前から理論的・実証的研究が蓄積されてきてい

る。代表的なものは Landes and Posner (1989)であり、著作権法保護水準が生

産者に与えるインセンティブと、著作物利用の関係をモデル化している。また、

Basen and Kirby(1989)では、コピーの生産がパッケージ製品販売数に正の影

響を与えるか負の影響を与えるかは、一次著作物とコピー相対的な限界費用の

大きさによって決定づけられることを示している。さらに、Varian (2003)では、

消費者コピーの共有グループとパッケージ製品販売数の関係について論じてお

り、Bae and Choi(2006)では、消費者コピーが生産者行動に与える影響を短期

と長期両方から考察して、消費者コピーの経済効果は消費者コピーのコストに

大きく依存すると結論付けている。  

しかしながら、これらのモデルをそのまま本研究に適用することはできない。

何故ならば、技術の進歩と共にコピーやインターネット配信の限界費用は著し

く減少し、現在では限りなく 0 に近似しているため、これらの理論モデルの根

底にある、コピー価格とコピー費用を基にしたコピー者の利潤最大化問題は、

現代社会における多くの消費者コピーに適さないと考えられる。つまり、例え

ば消費者コピーについて、Landes and Posner (1989)ではコピーの限界費用と

                                                   
21 本来であればインターネット配信・二次的著作物がパッケージ製品販売数に

与える影響について、理論的に整理したモデルが望ましいが、第１章でも述べ

ているとおりそれらを実証分析している先行研究は少ないため、本研究では消

費者コピーのモデルを参照する。  
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コピー品価格が等しくなるまで消費者コピーが生産されるとしているが、そも

そも現在はコピーの限界費用も価格もゼロ近似しているものが多いため、本研

究の二次的著作物分析に利用することは難しい。また、インターネット配信は

そもそも主体が生産者自身である。  

また、第１章で挙げた、Leung(2013)や  Danaher et al. (2012)等の多くの先

行研究は、実証分析であっても記述統計量を中心としたものや、政策等の特殊

な状況を利用したもの、誘導型の計量経済学的モデルのみ提示しているもの等

であり、本研究のモデルとして使用するのが難しいものが多い。  

そこで本章では、Blackburn(2004)や Piolatto and Schuett(2011)の消費者コ

ピーに関する分析を参考に、インターネット配信・二次的著作物について、需

要の面から理論的に整理し、分析モデルを提示する。  

２．１． 代替効果と補完効果  

 本節では、インターネット配信と二次的著作物について、それらの持つ代替

効果と補完効果について、モデルを用いて理論的に整理する。  

 インターネット配信・二次的著作物の代替効果とは、パッケージ製品を購入

する予定であった消費者が、そのインターネット配信・二次的著作物を視聴す

ることによって満足してしまい、結果的にパッケージ製品購入を控えてしまう

効果であり、パッケージ製品販売数に負の影響をもたらす。この代替効果は、

パッケージ製品の需要曲線を左にシフトさせる。  

 一方、補完効果とは、購入する予定のなかった、あるいは購入を迷っていた

消費者が、そのインターネット配信・二次的著作物を視聴することでコンテン

ツに興味を持ち、パッケージ製品購入に至る性質であり、パッケージ製品販売
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数に正の影響をもたらす。また、もともとパッケージ製品を購入する予定が無

かった消費者や、存在そのものを知らなかった消費者が、口コミ等でインター

ネット配信・二次的著作物を視聴し、結果的にそのパッケージ製品を購入する

という経路もありうる。このように、パッケージ製品販売数に与える影響を補

完効果とする。補完効果は、パッケージ製品の需要曲線を右にシフトさせる。  

これらの効果は、Piolatto and Schuett(2011)を参考に、次のように定式化さ

れる。まず、潜在的消費者 i(i=1, 2, 3,...... .𝑁𝑣)がパッケージ製品から得る効用𝑢𝑖
𝑞

について、インターネット配信・二次的著作物が存在する場合、次のようにな

る。  

・𝑢𝑖
𝑞
− 𝑝 ≥ 𝜗𝑢𝑖

𝑞
> 0：パッケージ製品購入。  

・𝜗𝑢𝑖
𝑞
> 0 かつ  𝑢𝑖

𝑞
− 𝑝 < 𝜗𝑢𝑖

𝑞
：インターネット配信・二次的著作物を利用し、パ

ッケージ製品は購入しない。  

 ここで、𝜗𝑢𝑖
𝑞
は、インターネット配信・二次的著作物を利用した時の潜在的消

費者 i の効用であり、 0 ≤ 𝜗 < 1を仮定している 22。また、𝑝はパッケージ製品の

価格であり、かつ、インターネット配信・二次的著作物の利用にはコストはか

からないものと仮定している 23。尚、なにも購入・利用しない場合の効用は 0

としている。  

                                                   
22 つまり、パッケージ製品から得る効用よりインターネット配信・二次的著作

物から得る効用の方が小さいと仮定している。この仮定は Piolatto and 

Schuett(2011)でもされており、実際、本研究で対象とする音楽産業・映像産業

のインターネット配信や、ゲーム産業の二次的著作物は、いずれも後述すると

おりパッケージ製品の完全代替財とはなっておらず、質の面で劣っていると考

えられる (音質・画質等 )。  
23 Piolatto and Schuett(2011)ではコストを仮定しているが、本研究で対象と

するのはいずれも動画共有サービスであり、IT に関する高度な知識・特別高速

な回線・料金をいずれも要求されないため、コストゼロという仮定は妥当だと

考えられる。  
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 インターネット配信・二次的著作物が存在しない市場においては、𝑢𝑖
𝑞
− 𝑝 ≥ 0

であれば購入していたため、上の式から、インターネット配信・二次的著作物

の存在が、パッケージ製品販売数に負の影響を与えていることが分かる。これ

が代替効果である。  

 しかしながら、インターネット配信・二次的著作物が存在することにより、

口コミや視聴のしやすさから、潜在的消費者 i の数𝑁𝑣は、それらが存在しなか

った場合の潜在的消費者の数𝑁𝑞よりも増加していると考えられる。ここで、増

加する潜在的消費者の割合を 𝜃とすると (𝜃 ≥ 0)、  

𝑁𝑣 = (1 + 𝜃)𝑁𝑞 

(1) 

と書ける。つまり、𝜗𝑢𝑖
𝑞
を利用するコストは 0 であるため、消費者が参入する

のは容易であり、それを利用することによって新たな潜在的消費者となりうる

ので、𝑁𝑣 ≥ 𝑁𝑞といえる。その増加した潜在的消費者の内、一部が𝑢𝑖
𝑞
− 𝑝 ≥ 𝜗𝑢𝑖

𝑞
≥ 0

であったならば、パッケージ製品販売数に正の影響を与えることになる。これ

が補完効果である。  

これらの効果をまとめると、Blackburn(2004)を参考に、次のような需要モ

デルが書ける。  

𝑄 = 𝑄(𝑝(𝑣), 𝑣, 𝜃(𝑣)) 

(2) 

 ここで、各記号は次のようになっている。  

𝑄：パッケージ製品の販売数。  
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𝑝：パッケージ製品価格。  

v：インターネット配信・二次的著作物利用者数 (視聴者数 ) 

𝜃：インターネット配信・二次的著作物を利用することによってパッケージ製

品の存在を知り、新たに増えた潜在的消費者の割合 ((1)式の𝜃に同じ )。  

 このモデルの直感的解釈は、パッケージ製品の販売量は、パッケージ製品価

格、インターネット配信・二次的著作物利用者数、インターネット配信・二次

的著作物を利用することによってパッケージ製品の存在を知った消費者の割合

によって決定づけられるというものである。𝑝と𝜃に関しては v の関数となって

いる。さらに、 (2)式を v で微分すると、次の (3)式が得られる。  

𝑑𝑄

𝑑𝑣
=
𝜕𝑄

𝜕𝑣
+
𝜕𝑄

𝜕𝜃

𝜕𝜃

𝜕𝑣
+
𝜕𝑄

𝜕𝑝

𝜕𝑝

𝜕𝑣
 

(3) 

 (3)式右辺の各項について解釈を加えると、まず、
𝜕𝑄

𝜕𝑣
は、代替効果を表してお

り、前述したとおりパッケージ製品販売数に負の影響を与えるため、
𝜕𝑄

𝜕𝑣
≤ 0とな

る。次に、
𝜕𝑄

𝜕𝜃

𝜕𝜃

𝜕𝑣
は、インターネット配信・二次的著作物利用者数増加はパッケ

ージ製品の認知度を上げて潜在的消費者を増やすため
𝜕𝜃

𝜕𝑣
≥ 0で、かつ、そのよう

な潜在的消費者の増加はパッケージ製品販売数に正の影響を与えるので
𝜕𝑄

𝜕𝜃
≥ 0

といえるため、
𝜕𝑄

𝜕𝜃

𝜕𝜃

𝜕𝑣
≥ 0となる 24。最後に、

𝜕𝑄

𝜕𝑝

𝜕𝑝

𝜕𝑣
は、一般材を仮定すると

𝜕𝑄

𝜕𝑝
≤ 0と

いえる一方で、
𝜕𝑝

𝜕𝑣
の符号については、理論的予想が難しい。これは、インター

ネット配信・二次的著作物利用者数が価格にどのような影響を与えているかを

示す項であり、Blackburn(2004)では、短期的にはそれらの利用者数にすぐ価

格が反応することはないとして 0 と仮定している。さらに、本研究では、第３

                                                   
24 代替効果・補完効果がない場合も考えられるので、それぞれ 0 も含める。  
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章～第５章の全ての実証分析について、価格は実売価格ではなく定価を用いる

ため、発売前に決定されている定価が、発売後のインターネット配信・二次的

著作物利用者数の影響を受けるとは考えにくい。以上を踏まえ、本研究におい

ても
𝜕𝑝

𝜕𝑣
= 0と仮定する。  

 このように、(3)式については、
𝜕𝑄

𝜕𝑣
≤ 0かつ

𝜕𝑄

𝜕𝜃

𝜕𝜃

𝜕𝑣
≥ 0かつ

𝜕𝑄

𝜕𝑝

𝜕𝑝

𝜕𝑣
= 0であると理論的

に予想されるが、
𝑑𝑄

𝑑𝑣
の符号は理論的予想が難しく、代替効果である

𝜕𝑄

𝜕𝑣
と補完効

果である
𝜕𝑄

𝜕𝜃

𝜕𝜃

𝜕𝑣
の絶対値を比較した時に、代替効果が大きければ負になり、補完

効果が大きければ正となる。そこで本研究では、次の計量経済学的モデルを用

いて実証分析を行い、
𝑑𝑄

𝑑𝑣
について定量的に分析を行う。  

２．２． 計量経済学的モデル  

以上を踏まえ、コンテンツ jの系列 tにおける需要モデルは、Blackburn(2004)、

Danaher et al.. (2010)、Kaiser and Kongsted(2012)、Oberholzer-Gee and 

Strumpf(2007)、田中 (2011)等を参考に、次の (4)式のように書ける。  

𝑙𝑛(𝑄𝑗𝑡) = 𝛼 + 𝛽𝑙𝑛(𝑣𝑗𝑡) + 𝑋𝑗𝑡𝛾 + 𝜑𝑗 + 휀𝑗𝑡 

(4) 

𝑋𝑗𝑡：コンテンツ j の系列 t における属性ベクトル (価格等 )。  

𝜑𝑗：系列 t によって変化しないコンテンツ j の観察できない個体固有効果。  

휀𝑗𝑡：系列 t によって変化する観察できない誤差項。  

𝛼、𝛽、𝛾：かかっている各変数、ベクトルのパラメータ。  

ここで、両対数型なのでパラメータ𝛽は弾力性となり、𝛽 =
𝑑𝑄

𝑑𝑣

𝑣

𝑄
となるため、𝛽を
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推定することで、代替効果と補完効果のどちらの絶対値が大きく、インターネ

ット配信・二次的著作物がパッケージ製品販売数にどのような影響を与えてい

るか、定量的に検証することが出来る。  

 ただし、 𝑙𝑛(𝑣𝑗𝑡)は観察できない𝜑𝑗と 휀𝑗𝑡に相関していることが考えられるため、

いわゆる内生性問題 25が発生している。これは、広告を多く打つ、雑誌や音楽

番組で取り上げられる、生産者 (アーティスト )の人気等、そのコンテンツ j の

人気そのものに影響を与える観察できない個体固有効果や誤差項は、インター

ネット配信・二次的著作物の視聴者数も増加させることが考えられるため、

𝑙𝑛(𝑣𝑗𝑡)と正の相関をしてしまう問題である。このような場合は、通常の推定方

法では正しい推定結果を得られない (Wooldridge, 2010)。そこで、系列 t の取

得出来る第３章、第４章の推定ではパネルデータ分析を行って𝜑𝑗をコントロー

ルしたうえで、 휀𝑗𝑡との相関については操作変数を用いて識別を行う 26。また、

系列 t が取得できない第５章の推定でも同様に、𝜑𝑗との相関について操作変数

を用いて識別を行う。  

付録２．１． 内生性問題  

 内生性問題とは、回帰分析の説明変数と誤差項の間に相関関係があるために、

推定されたパラメータは一致推定量でなくなって推定値が統計的に信頼できな

いものとなる問題である。この問題は、同時性 (逆因果 )がある場合、欠落変数

                                                   
25 内生性問題については、付録２．１．にて詳しく記載している。  
26 第３章のみ。第４章については、データ制約上の理由から操作変数を適用す

ることが出来なかったが、 휀𝑗𝑡との内生性によるバイアスは小さいと考えられる

(４．３．１．参照 )。また、第４章においては系列 t は時系列ではないため、

一般的なパネルデータ分析とはやや異なる (田中 (2011)の言葉を用いるならば、

疑似パネルデータ分析となっている )。  
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がある場合、セレクション・バイアスがある場合等に顕著に見られる。  

 例えば本研究では、𝑙𝑛(𝑣𝑗𝑡)はコンテンツ j についてのインターネット配信・二

次的著作物の視聴者数 (の対数 )であるが、これはコンテンツ j の観察できない

質が高いために値が大きくなるということが十分に考えられる 27。つまり、コ

ンテンツ j の観察できない質𝜑𝑗と 휀𝑗𝑡は、被説明変数である 𝑙𝑛(𝑄𝑗𝑡)を増加させるが、

それと同時に 𝑙𝑛(𝑣𝑗𝑡)も増加させてしまうため、通常の最小 2 乗法 (Ordinary 

Least Squares: 以下 OLS)による推定では、過大推定になってしまう。そこで、

パネルデータ分析を行ったり、操作変数を使用したりといった識別戦略が必要

になってくる。  

  

                                                   
27 誤差項と正の相関をしているということ。  
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第３章 音楽産業におけるインターネット配信の経済

効果  

３．１． 音楽 CD とインターネット配信  

 本章では、音楽産業について、パッケージ製品 (CD)販売数に対してインター

ネット配信がどのような影響を与えているか、実証分析を行う。本章で取り扱

うインターネット配信とは、動画共有サービスを通して企業が行っている MV

配信である 28。MV とは、楽曲の一部、または全部を使用して公式に作られた

動画であり、楽曲のプロモーション目的で動画共有サービスに公開されること

が多い。無料で音楽を聴くことが出来、かつ、アーティストの動画も見ること

が出来るため、ほとんどの場合再生回数はパッケージ製品販売数より多く、本

章の分析対象においては、週次フローでのパッケージ製品販売数平均が約

6,000 であるのに対し、動画再生回数 29は約 6 万となっている。  

 このような MV は、プロモーション目的で配信されているものなので、企業

は補完効果を期待していると思われる。しかしながら、中には楽曲すべてを使

用しているものもあり、質の低下 30を気にしない消費者にとっては、十分に代

替財になりうると考えられる。実際、本章の分析対象において、インターネッ

ト配信動画秒数平均は約 3 分弱あり、CD の楽曲の長さが一般的に 4～5 分程度

であることを考えると、半分以上の部分が配信されていることが分かる。第１

章で述べたとおり、MV の補完効果、代替効果については、消費者コピーに比

                                                   
28 代表的な無料配信が MV 配信であるが、 iTunes 等の有料配信も本来分析対

象とすべきであったが、データ制約上の理由から、本章では分析対象外として

いる。  
29 本章では、YouTube を対象としている。  
30 MV の音質は一般的に CD より低下している。  
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べて実証分析が少なく、そのため企業の対応も様々で、全く MV 配信を行わな

い企業やアーティストもいれば、その逆も存在する。また、次の図３－１から

も分かるように、CD 販売数は減少傾向にあり、代替性の高い消費者コピーが

その原因として指摘されることが多いことから、代替性のある MV 配信も十分

に CD 販売数に負の影響を与えている可能性がある。  

 そこで本章では、約 1.4 兆円という大きな市場規模 (経済産業省、2014)を持

つ音楽市場について、新しいビジネスモデルであるインターネット配信を用い

たプロモーションが、既存ビジネスモデルである音楽ソフト (パッケージ製品 )

販売数に対してどのような影響を与えているか、(4)式の需要モデルを用いて実

証分析を行い、経営的含意を導く。  

 

図３－１ CD 販売数推移  
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３．２． データ  

３．２．１． 音楽 CD のデータ  

 本章の分析対象とするのは、2014 年 3 月～8 月の半年間に発売したシングル

CD である。ただし、数は少ないが、カセットテープでの販売があるものはそ

れも含める。また、楽曲が多く収録されているアルバム CD は、初出でない楽

曲が多いことや、収録楽曲が多すぎてインターネット配信との対応が難しいこ

とから、本章の分析対象からは除いた。この間に発売しているシングル CD は、

過去作品の再発売のものを除き、967 作品であった。  

 変数に使用するデータについては、まず、各シングル CD の販売数を、オリ

コンが発表している推定販売数 31から週次 32で取得した。ただし、分析対象と

するのは 2014 年 3 月～8 月に発売したシングル CD であるが、実際に販売数を

取得したのは 2014 年 3 月～9 月の 31 週である。これは、8 月中に発売した CD

がほとんど時系列で追えなくなるのを避けるためである。また、販売数が少な

くて推定販売数を取得できなかった標本については、サンプルから除外した 33。 

さらに、本章ではパネルデータ分析を行うため、そもそもインターネット配

信を行っていない作品を含めると、その作品の動画再生回数が 0 の連続となっ

てしまい、正しい推定量を得られないと考えられる 34。そこで、インターネッ

ト配信を行っていない標本を除いた結果、517 作品 2,251(1 作品平均約 4 期 )

                                                   
31 小売店等から集めた POS データから推定されている。  
32 オリコンに従って、月曜始まり日曜終わりの 1 週間で区切っている。  
33 詳細なデータ取得方法については付録３．１．に記している。  
34 動画が存在するうえで再生回数が 0 であるならば別だが、動画が存在しない

ために週次で 0 の連続である物を含めて推定を行った場合、条件の異なるもの

を同じように推定していることになってしまい、正しい推定になるとはいえな

い (実験にならない )。  
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が対象となった。  

 次に、各シングル CD の属性については、ジャンルを取得した。ジャンルの

分け方はオリコンの分類に従っており、演歌、歌謡、ポップス、ロック、アイ

ドル、アニメ、ゲーム、声優の 8 ジャンルをそれぞれダミー変数とした 35。  

３．２．２． インターネット配信のデータ  

 インターネット配信のデータについては、YouTube から取得した 36。最も重

要な変数であるインターネット配信動画視聴者数𝑣𝑗𝑡は、実際の視聴者数を取得

することはできないため、動画の再生回数を代理変数として週次で取得した 37。

1 つの動画を 2 回以上視聴する消費者も存在するため、厳密には視聴者数と再

生回数は一致しないが、ここでは再生回数に対する視聴者数は全ての動画で一

定の比率であると仮定する。この仮定については、田中 (2011)ではそもそも視

聴者数と再生回数が一致しない点について言及していないことからも分かると

おり、視聴者数と再生回数が極めて強い相関を持つことが予想されるため、妥

当な仮定であると考えられる。また、インターネット配信が開始された日時と

動画秒数も取得した。  

                                                   
35 ただし、観測中 1 桁しか出てこなかったジャンルについては、8 つのジャン

ルのうち最も近いものに振り分けた。また、推定は固定効果法で行うため、３．

３．３．のクロス項推定以外で、時間によって変化しない属性は使用しない。

動画秒数も同様。  
36 YouTube を対象とするのは、国内で最も視聴されている動画共有サービスで

ある (ニールセン、2013)ことと、最も音楽のインターネット配信が盛んである

ことが理由である。  
37 インターネット配信動画が複数ある場合には、対象を観測期間の最後に最も

再生回数の多いもの 1 つに絞って取得した。  
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３．３．３． 記述統計量  

 以上のように取得したデータの記述統計量は、表３－１のようになる。また、

本研究において最も関心のあるインターネット配信動画再生回数とパッケージ

製品販売数との関係を見るため、対数の散布図を描いたのが図３－２である。  

 まず、表３－１を確認すると、パッケージ製品販売数の平均値が約 6,000 で

あるのに対し、インターネット配信動画再生回数は約 6 万と、10 倍程度あるこ

とが分かる。また、動画秒数については、平均が約 3 分あり、楽曲の長さがお

よそ 4 分～5 分程度であることと合わせると、楽曲の半分以上が無料でインタ

ーネット配信されていることが分かる。ジャンルについては、ポップスが最も

多く、ロック、アイドルと続いた。尚、ゲームジャンルは特に少なく、平均値

が 0.02 となっているが、標本数は 40 以上あるため、３．３．４．のクロス項

推定において大きな問題はないと考えられる。  

 次に、図３－２を見ると、インターネット配信動画再生回数とパッケージ製

品販売数は正の相関をしていることが分かる。しかしながら、これには内生性

問題があり、コンテンツの質が高いために再生回数が多くなり、結果的に再生

回数と販売数の間に正の相関がみられている可能性がある。そこで、パネルデ

ータ分析を行って個体固有効果をコントロールし、かつ、 t に依存する相関に

ついては操作変数を用いることで、インターネット配信動画再生回数がパッケ

ージ製品販売数に与える影響を識別する。  
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表３－１ 記述統計量  

 

 

図３－２ インターネット配信動画再生回数とパッケージ製品販売数  

記号 変数 平均値 標準偏差 最大値 最小値 中央値

Qjt 販売数 5783.04 46862.34 1662265.00 162.00 745.00

vjt 再生回数 59061.90 117307.30 2206894.00 13.00 16173.00

動画秒数 168.13 102.01 592.00 0.00 134.00

演歌 0.12 0.32 1.00 0.00 0.00

歌謡 0.03 0.17 1.00 0.00 0.00

ポップス 0.41 0.49 1.00 0.00 0.00

ロック 0.19 0.39 1.00 0.00 0.00

アイドル 0.15 0.35 1.00 0.00 0.00

アニメ 0.06 0.24 1.00 0.00 0.00

ゲーム 0.02 0.13 1.00 0.00 0.00

声優 0.04 0.19 1.00 0.00 0.00

Xjt
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３．３． 推定と推定結果  

３．３．１． モデルと推定方法  

 本節では、 (4)式を参考に、以下のモデルについて実証分析を行う。  

𝑙𝑛(𝑄𝑗𝑡) = 𝛼 + 𝛽𝑙 𝑛(𝑣𝑗𝑡) + 𝑋𝑗𝑡𝛾 + (𝑍𝑗 ∙ 𝑇𝑗𝑡
𝑞
)𝛿 + 𝜑𝑗 + 휀𝑗𝑡 

(5) 

 ただし、𝑍𝑗はコンテンツ j のジャンルダミーベクトル、𝑇𝑗𝑡
𝑞
はコンテンツ j が発

売された期を 1 としたタイムトレンドで、1 乗項と 2 乗項のベクトルとなって

いる。ジャンルとタイムトレンドのクロス項としているのは、音楽産業におい

てはジャンル毎に販売数推移の傾向が大きく異なるので、それをコントロール

する必要があるためである。例えば次の図３－３は、演歌、アイドル、ポップ

スの中からそれぞれ 1 曲ずつ抽出して発売後の販売数推移を描いたものである

が、ジャンルによってその傾向が大きく異なることが分かる。ただし、左縦軸

がアニメ・演歌ジャンルの再生回数、右軸がアイドルジャンルの再生回数とな

っている。  
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図３－３ ジャンル別販売数推移  

３．３．２． 操作変数の選択  

 本章の推定において適した操作変数とは、 𝑣𝑗𝑡に相関していて 휀𝑗𝑡と無相関な t

によって変化する変数である。そこで、インターネット配信の開始とパッケー

ジ製品発売の時期が一致していないことを利用して、インターネット配信が開

始された期を 1 としたジャンル別タイムトレンド𝑍𝑗 ∙ 𝑇𝑗𝑡
𝑣38の 2 乗項を操作変数と

して選択した。  

インターネット配信はプロモーション目的であることから、通常、パッケー

ジ製品発売前に開始される。そのインターネット配信動画再生回数推移につい

ても、パッケージ製品販売数推移と同様に、初週や翌週が多く、それ以降減少

                                                   
38 インターネット配信のタイムトレンド。パッケ―ジ製品発売とタイミングが

異なるため、パッケージ製品のタイムトレンドとは異なるものとなっている。  



40 

 

するトレンドが存在する。そのため、発売 1 週間前に開始されたインターネッ

ト配信と、発売 10 週間前に開始されたインターネット配信では、発売後の推

移が異なっている。つまり、初めが多くその後急速に減少して非線形で推移し

ていくという再生回数推移パターンが存在する (図３－３のパッケージ製品販

売数推移に近い )ため、後者は既に減少幅が緩やかな一方、前者は急となってい

る。  

 次の図３－４は、ポップスジャンルから、発売の 2 週間前にインターネット

配信を開始したものと、6 週間前に開始したものを抽出し、それらのインター

ネット配信動画再生回数推移を、パッケージ製品発売後から描いたものである

39。ただし、左縦軸が 2 週前に開始したインターネット配信の再生回数、右縦

軸が 6 週前に開始したインターネット配信の再生回数となっている。  

この図からも前述したような傾向が見られ、発売の 2 週間前にインターネッ

ト配信を開始したものは、パッケージ製品発売後の傾きが大きくその後ゆるや

かになっているが、発売の 6 週間前にインターネット配信を開始した物は、既

に傾きがゆるやかになっており、10 週経っても傾きに大きな変化は見られない。

この動画再生回数推移パターンは外生的であり、インターネット配信動画再生

回数の時系列による推移パターンが、パッケージ製品の観察できない質と相関

しているとは考えられないため、 (5)式の操作変数として妥当だと思われる。  

                                                   
39 つまり、パッケージ製品発売時点を第 1 週としている。  



41 

 

 

図３－４  インターネット配信動画再生回数推移  

３．３．３． 推定結果  

 以上を踏まえ、(5)式を推定した結果が次の表３－２で、①列が操作変数を用

いない推定、②列が操作変数を用いた推定となっている。また、表にはプーリ

ング法と固定効果法に関する F 検定も記載しており、F 検定の結果が 1%水準

で有意なため、固定効果法が採択される。  

 表３－２を見ると、検定の結果固定効果法が採択され、決定係数も 0.74 と高

く、モデルと推定方法は妥当であると考えられる。そこで、最も関心のあるイ

ンターネット配信動画再生回数の係数を見ると、①列は 0.39(1%水準で有意に

正 )、②列は 0.27(10%水準で有意に正 )となっていた。このことから、操作変数

の有無にかかわらず、インターネット配信は CD 販売数に対して補完効果>代

替効果となっているといえる。また、その大きさは、インターネット配信動画

再生回数が 1%増えると、CD 販売数が約 0.27%増加するというものであった。
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さらに、操作変数を用いた②列の方が、係数が小さいことから、①列では内生

性の問題があり、過大推定となっていたと推測される。  

表３－２ 推定結果  

 

３．３．４． クロス項推定結果  

 以上のように、インターネット配信動画再生回数が CD 販売数に与える正の

影響が定量的に示されたが、この代替効果と補完効果の関係は、作品のジャン

ルや人気によって異なっている可能性がある。なぜならば、例えば演歌であれ

ば、その購買層の中にはそもそもインターネットをやらない消費者も多いと考

えられるため、インターネット配信の補完効果も代替効果も乏しい可能性があ

る。  

記号 変数 係数 p値 係数 p値

ln(vjt) 再生回数 0.39 (0.00) *** 0.27 (0.08) *

Zj・Tt ジャンル別タイムトレンド

α 定数項 5.28 (0.00) *** 6.55 (0.00) ***

プーリング・F検定 6.17 (0.00) *** 6.15 (0.00) ***

R2 

グループ数

サンプルサイズ

***

**

*

固定効果 固定効果(IV)

販売数(対数) 販売数(対数)

① ②

5%

1%

省略

517 517

10%

省略

0.74 0.74

2251 2251
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 そこで、さらに詳細に効果を検証するため、以下の 3 点について、インター

ネット配信動画再生回数とそれぞれのダミー変数を掛け合わせたクロス項を用

いて推定を行った。  

<1>作品の人気。  

<2>動画の時間。  

<3>ジャンル。  

 これらについてそれぞれ操作変数を用いた固定効果法で推定した結果は、次

の表３－３のとおり。尚、詳細な分け方については付録３．２．に記載してい

る。  

表３－３ クロス項推定結果  

 

 表３－３を見ると、まず、<1>においては、人気作品では有意にならなかっ

た一方で、それ以外の作品では 5%水準で有意に正となっており、配信動画再

分類 ダミー 記号 変数 係数 p値

人気 ln(vjt) 再生回数 0.19 (0.22)

それ以外 ln(vjt) 再生回数 0.40 (0.03) **

長時間 ln(vjt) 再生回数 0.74 (0.00) ***

短時間 ln(vjt) 再生回数 0.25 (0.07) *

演歌 ln(vjt) 再生回数 0.08 (0.72)

歌謡 ln(vjt) 再生回数 4.20 (0.14)

ポップス ln(vjt) 再生回数 1.23 (0.02) **

ロック ln(vjt) 再生回数 -0.02 (0.97)

アイドル ln(vjt) 再生回数 1.24 (0.07) *

アニメ ln(vjt) 再生回数 0.02 (0.99)

ゲーム ln(vjt) 再生回数 -2.41 (0.66)

声優 ln(vjt) 再生回数 -3.61 (0.52)

人気

動画秒数

ジャンル
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生回数が 1%増えると CD 販売数が約 0.4%増加するという結果となった。これ

は、人気のあまりない作品については、低い知名度を上げる効果が大きく出て、

補完効果が代替効果を上回っているためだと考えられる。その一方で、既に人

気のある作品については、インターネット配信によって知名度を上げる効果が

小さくなり、補完効果と代替効果が相殺しあっていると思われる。このような

傾向は、Piolatto(2011)で理論的に示されている他、Blackburn(2004)等の多く

の実証研究においても見られている。  

 次に、<2>においては、長時間・短時間共に有意に正となり、特に、長時間

動画の係数が大きくなった。長時間動画は楽曲の多くの部分を視聴可能である

ため代替効果が大きくなる一方で、楽曲の魅力を多く伝えることが出来るので

補完効果も大きくなると考えられる。本研究においては、補完効果の増大分の

方が代替効果のそれよりも大きかったと思われる。  

 最後に、<3>においては、ポップスとアイドルにおいては有意に正となった

一方で、その他のジャンルにおいては全て有意にならなかった。演歌、歌謡に

ついては、そもそも購買層とインターネット配信視聴層が被らないために有意

にならなかったと考えられる。また、ロック、アニメ、ゲーム、声優について

は、コアなファンの多いジャンルであるので、そういったファンはインターネ

ット配信を視聴するしないにかかわらず購入することを決めており、かつ、コ

アなファン以外が参入しづらいジャンルであるためと推察される。この<3>が

示しているのは、全体としてインターネット配信はパッケージ製品販売数に有

意に正の影響を与えてはいるものの、実はポップスとアイドルジャンル以外で

は有意な効果がなく、パッケージ製品販売数という点にのみ絞れば、インター

ネット配信を行う意味がないということである。ただし、ポップス、アイドル
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ジャンル以外においても有意に負の影響は見られなかった。  

３．４． 考察  

 本章では、音楽産業におけるインターネット配信の経済効果について、パッ

ケージ製品需要モデルを用いて実証分析を行った。推定にあたっては、観察で

きないコンテンツの質が高いために配信動画再生回数が多くなり、結果的に配

信動画再生回数とパッケージ製品販売数の間に正の相関がみられるといったよ

うな、いわゆる内生性問題に対処するため、週次のパネルデータで推定を行っ

た。またさらに、時間によって変化する誤差項との相関については、操作変数

を用いて対処した。  

 推定の結果、インターネット配信動画再生回数はパッケージ製品販売数に有

意に正の影響を与えており、その大きさは、無料配信動画再生回数が 1%増え

ると、パッケージ製品販売数が約 0.27%増加するというものであった。このこ

とから、音楽産業において、インターネット配信は CD 販売数に対して補完効

果>代替効果となっていると考えられるため、企業は積極的にインターネット

配信を行うことで、生産者余剰を増加させた方が良いと思われる。さらに、消

費者にとっても、視聴機会が増えることで消費者余剰が必ず増加するため、社

会的厚生という観点からも、インターネット配信を積極的に行うべきだといえ

る。  

 ただし、人気、動画秒数、ジャンルによってその効果は異なっている点にも

注意が必要である。人気については、人気作品以外では有意に正の影響があっ

た一方で、人気作品では有意な影響が見られなかった。動画秒数については、

秒数に関係なく有意に正の影響があったものの、特に長時間動画の方が大きく
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正の影響を与えていた。ジャンルについては、ポップスとアイドルで大きな正

の影響があった一方で、それ以外のジャンルではすべて有意な影響が見られな

かった。特にジャンルについては興味深く、多くのジャンルにおいてインター

ネット配信による補完効果は代替効果と打ち消しあっており、インターネット

配信動画作成コストを考えると、インターネット配信を行うことはむしろ損失

になると考えられる。ただし、インターネット配信の効果はパッケージ製品販

売数に対してだけでなく、関連するグッズやイベントの収益にも影響を与える

ことが考えられるため、本章の分析のみで結論を出すことはできない。  

 また、本章にはいくつかの課題も残る。第一に、インターネット配信を行っ

ている作品のみに分析対象を絞っている点。本章ではパネルデータ分析を用い

たので、そもそもインターネット配信を行っていない作品を対象に含めると、

全ての期においてインターネット配信動画再生回数が 0 となるものが入ってし

まい、推定上の問題が考えられるので対象から除外した。しかしながら、もし

企業がインターネット配信による補完効果の大きいもののみで配信を行ってい

た場合、過大推定となっている可能性がある。ただし、インターネット配信の

有無は企業やアーティストによって方針が定まっていて、作品毎に変えている

ことが少ない点や、そもそもインターネット配信の効果について実証分析がほ

とんどなされていなく企業も確実な予想が出来ないと思われる点、サンプルに

おいても演歌や歌謡といったあまり効果がなさそうなものまで多くインターネ

ット配信がなされていた点等から、そのバイアスは小さいと考えられる。  

 第二に、レンタル販売数への影響を考慮していない点。パッケージ製品は音

質の他に、付随するグッズ等でインターネット配信と差別化されているが、レ

ンタルにおいてはそのようなグッズが入手できないため、インターネット配信
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の代替効果が大きくなると考えられる。このようなレンタル販売数への影響に

ついても検証する必要があるが、本研究ではデータ制約上の理由から出来なか

った。ただし、レンタルも音質によって十分に差別化されていると思われる。  

 第三に、有料配信を分析から除外している点。音楽産業においては、既に盛

んに有料配信が行われており 40、有料配信がパッケージ製品販売数に与える影

響や、無料配信が有料配信販売数に与える影響は、ビジネスモデルを考えるう

えで重要だと思われる。さらに、昨今においては月額定額制のサービスも普及

しており、ビジネスモデルはより複雑化しているため、そのような現状に対応

できるようなモデルの構築とデータの取得をする必要がある。  

 以上のように、いくつかの課題は残るものの、今まであまり実証分析のされ

ることがなかったインターネット配信の経済効果について、需要モデルを用い

て定量的に分析を行ったのは、本章の貢献であると思われる。  

 今後、インターネットの普及や回線の高速化が更に進んでいくにつれて、音

楽産業と情報通信の関係は、より複雑に、より重要になっていくと考えられる。

そこで、音楽産業におけるインターネット利用について、より理論的・実証的

な研究を進め、既存ビジネスモデルとのバランスを検証していく必要があるだ

ろう。  

付録３．１． 販売数データの取得方法  

 多くの CD については、図３－１から分かるとおり、初週の販売量が最も多

く、その後低下してオリコンの推定販売数データから消えていく 41ため、デー

                                                   
40 例えば、 iTunes 等。  
41 オリコンのデータは週次でベスト 200 まで取得出来る。200 位の販売数は

200 程度と少ないため、これによる販売数の多いものだけ取得してしまってい
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タから消える前までを取得した。稀に消えたのちに再び 200 位以内にランクイ

ンし、推定販売数が掲載されることがあるが、本章の分析では、そのような CD

も同様にデータから消える前までのみ取得した。  

付録３．２． 推定の分類方法  

<1> 人気  

人気については、それぞれの CD の観測期間における最終的な累計販売数

を求めてそれぞれの標本と対応させたのちにその中央値を求め、それ以上

であれば人気作品とし、それ以未満を人気作品以外とした。  

<2> 動画秒数  

動画秒数については、 2 分を境とし、それ以上であれば長時間、それより

短ければ短時間とした。また、頑健性の検証のために 1 分、3 分、4 分で

も同様の推定を行ったが、係数に変化はあるものの、長時間・短時間共に

有意に正であり、長時間の係数の方が大きいという傾向は変わらなかった。 

<3> ジャンル  

ジャンルについては、本文中に書いてあるように、オリコンのジャンル区

分を用いた。  

 また、表３－２に記載しているジャンル以外のダミー変数の記述統計量は次

の表３－４のとおり。  

                                                                                                                                                     

るバイアスは小さいと考えられる。  
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表３－４ 分類ダミー変数記述統計量  

 

  

分類 変数 平均値 標準偏差 最大値 最小値 中央値

人気 0.55 0.50 1.00 0.00 1.00

それ以外 0.45 0.50 1.00 0.00 0.00

1分以上 0.88 0.32 1.00 0.00 1.00

1分未満 0.12 0.32 1.00 0.00 0.00

2分以上 0.56 0.50 1.00 0.00 1.00

2分未満 0.44 0.50 1.00 0.00 0.00

3分以上 0.40 0.49 1.00 0.00 0.00

3分未満 0.60 0.49 1.00 0.00 1.00

4分以上 0.28 0.45 1.00 0.00 0.00

4分未満 0.72 0.45 1.00 0.00 1.00

人気

動画秒数
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第４章 映像産業におけるインターネット配信の経済

効果  

４．１． 分析対象：深夜アニメ  

 第１章で見てきたように、映像産業におけるインターネット配信は、特に国

内企業は慎重な姿勢が目立った。しかしながら、近年では配信に積極的な企業

も増加しており、特に、深夜に放映しているテレビアニメ (以下深夜アニメ )に

おいては盛んにインターネット配信が行われている。そこで本研究では、深夜

アニメを対象に実証分析を行い、インターネット配信がパッケージ製品販売数

にどのような影響を与えているか、定量的に検証を行う。深夜アニメを対象と

するのは、以下の 5 点の理由からである。  

第一に、パッケージ製品の販売数、有料配信動画再生回数、無料配信動画再

生回数の全てのデータが取得可能なため。特に、有料配信については、他の財

において、研究者が外部から観察できる数値はほとんど出てこない。例えば、

第３章で取り扱った音楽産業であれば、iTunes やレコチョクが代表的な有料配

信サービスであるが、いずれも有料配信動画視聴者数の取得は出来ない。しか

しながら、テレビアニメであれば、代表的な動画共有サービスニコニコ動画に

おけるインターネット配信が主流であり、尚且つ、ニコニコ動画における無料

配信動画再生回数と有料配信動画再生回数は、ニコニコチャート 42を見ること

で取得が可能となっている。  

 第二に、データを取得可能なニコニコ動画の代表性が高いため。テレビアニ

                                                   
42 ニコニコチャートについては付録４．１．に記載している。  
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メは主にバンダイチャンネルとニコニコ動画という 2 つの動画共有サービス 43

からインターネット配信されているが、その中でも特にニコニコ動画のシェア

が大きく、市場の代表性が高い。例えば、本研究の標本の中で、「咲 -Saki- 阿

知賀編  episode of side-A」のエピソード 1 を確認すると、ニコニコ動画におけ

る再生回数が約 36 万回であるのに対し、バンダイチャンネルでは約 20 万回で

ある。  

第三に、インターネット配信が盛んにおこなわれており、尚且つ、インター

ネット配信利用者が多いため。本研究の標本の中でインターネット配信が行わ

れているものは約 50%となっており、インターネット配信が盛んにおこなわれ

ている。また、利用者についても、例えば先ほど挙げた「咲 -Saki- 阿知賀編  

episode of side-A」のエピソード 1 について見ると、パッケージ製品販売数が

約 7,000 となっており、配信動画再生回数の約 36 万や約 20 万という数値が大

きいことが確認される。  

第四に、テレビアニメ市場規模は大きく、市場重要性が高い点。メディア開

発綜研 (2013)によると、2012 年のテレビアニメ市場規模は 2,300 億円程度であ

り、大きな市場を形成している。  

 第五に、深夜アニメはサザエさんのような長寿アニメや、プリキュアシリー

ズのような早朝アニメと異なり、パッケージ製品の収入が主な収益源となって

いる点。田中 (2011)で言われているように、前者は視聴率に対する広告料が主

な収益源となっているし、後者は、パッケージ製品よりもむしろスポンサーが

発売している玩具売り上げが重視されている。実際、これらのパッケージ製品

販売数は、社会的認知度に対して低い。それに対し、深夜アニメは視聴率が低

                                                   
43 ただし、バンダイチャンネルは消費者によるアップロードが出来ないため、

動画配信サービスとなっている。  
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く、同じビジネスモデルではスポンサーが付かなく採算が取れないので、パッ

ケージ製品の収入が全収益に占める割合が大きい。また、そのような理由から、

放映中の CM も、パッケージ製品の販売情報に関するものが多い。  

４．２． データ  

 本章の分析対象とするのは、2011 年秋期 44から 2012 年夏期の 1 年間にテレ

ビ放映を開始した深夜アニメである。深夜アニメの定義は、フジテレビジョン、

テレビ朝日、日本テレビ、テレビ東京、TBS テレビのいわゆる 5 大キー局に

NHK を加えた 6 局で放送されているものについては、それらの局において 22

時以降に放映開始されているものとした。また、上記 6 局で放映されていない

アニメについては、過半数の局において 22 時以降に放映開始されているもの

とした。以上の条件に当てはまるのは、81 作品 1,144 エピソードとなった。  

 変数に使用するデータについては、まず、パッケージ製品販売数として、そ

れぞれの Blu-ray Disc(以下 BD)と DVD の販売数を、オリコンが発表している

推定販売数 45から取得して足し合わせた。尚、販売数が少なくて推定販売数を

取得できなかった標本については、サンプルから除外した 46。さらに、本章も

パネルデータ分析を行うため、そもそもインターネット配信を行っていない作

品を含めると、その作品の動画再生回数が 0 の連続となってしまい、正しい推

定量を得られないと考えられる。そこで、有料配信、無料配信共にされている

                                                   
44 秋期とは、通常 10 月～12 月期を指す。ただし、9 月 26 日に放映を開始し

た「侵略 !?イカ娘」も同時期と考えられるため、本研究の対象に含めている。  
45 小売店等から集めた POS データから推定されている。  
46 この措置によって、販売数の大きいもののみを対象としてしまうセレクショ

ン・バイアスの問題が考えられるが、除外された標本数は 54(全てのエピソー

ドでデータが取得出来ず、対象から外れた作品は 1 作品 )であり、推定に大きな

影響はないと予想される。  
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標本以外を除外した結果、サンプルサイズは 45 作品 587 となった。  

 有料配信、無料配信の視聴者数については、前述したように最もテレビアニ

メのインターネット配信が盛んで代表性があると考えられる、ニコニコ動画か

ら取得した。ただし、実際の視聴者数は取得することが出来ないため、第 1 章

と同様に動画再生回数を代理変数とした 47。  

コンテンツ j の属性については、エピソード t によって変化するものとして

価格 48を取得した。その他のエピソード t によって変化しない属性については、

シリーズ続編であるかどうか、価格の異なる豪華版の有無、男女どちらを対象

とした作品であるか、ドラマ CD の有無、ラジオの有無、原作が少年誌・青年

誌・女性誌・小説・ゲーム・アニメオリジナルのどれであるかを、それぞれダ

ミー変数として取得した。さらに、放映テレビ局数も実数で取得した。  

 以上のように取得したデータの記述統計量は、表４－１のようになる。また、

本研究において最も関心のある有料配信動画再生回数と、無料配信動画再生回

数について、パッケージ製品販売数との関係を見るため、散布図を描いたのが

図４－１、図４－２である。  

 まず、表４－１を確認すると、パッケージ製品販売数の平均が約 7,500 であ

り、無料配信動画再生回数は約 16 万と 20 倍以上あるのに対し、有料配信動画

再生回数は約 2,500 しかないのが分かる。また、価格は 1 エピソード平均が約

3,000 であった。  

 次に、図４－１、図４－２を確認すると、それぞれの配信動画再生回数とパ

ッケージ製品販売数は正の相関をしていることが分かる。しかしながら、これ

                                                   
47 動画再生回数の詳細な取得方法については付録４．２．に記している。  
48 BD と DVD それぞれの定価を利用し、収録エピソード数に応じてエピソー

ド単価を求めたうえで、各販売数に応じて加重平均を算出して 1 エピソードあ

たりの価格とした。  
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には付録２．１．で述べたような内生性問題があり、コンテンツの質が高いた

めに配信動画再生回数が多くなり、結果的に配信動画再生回数とパッケージ製

品販売数の間に正の相関がみられている可能性がある。そこで、パネルデータ

分析を行って個体固有効果をコントロールすることで、配信動画再生回数がパ

ッケージ製品の販売数に与える影響を識別する。  

表４－１ 記述統計量  

 

記号 変数 平均値 標準偏差 最大値 最小値

Qjt 販売数 7689.40 11098.82 65133.00 356.00

vf
jt 無料配信動画再生回数 162199.40 127908.80 1643521.00 10108.00

vp
jt 有料配信動画再生回数 2571.89 2677.17 19034.00 184.00

価格 3068.82 601.53 7741.23 1653.75

続編ダミー 0.24 0.43 1.00 0.00

豪華版ダミー 0.34 0.47 1.00 0.00

女性向ダミー 0.11 0.32 1.00 0.00

男性向ダミー 0.89 0.32 1.00 0.00

ドラマCDダミー 0.48 0.50 1.00 0.00

ラジオダミー 0.61 0.49 1.00 0.00

原作：少年誌ダミー 0.10 0.30 1.00 0.00

原作：青年誌ダミー 0.14 0.35 1.00 0.00

原作：女性誌ダミー 0.02 0.14 1.00 0.00

原作：小説ダミー 0.40 0.49 1.00 0.00

原作：ゲームダミー 0.23 0.42 1.00 0.00

原作：オリジナルダミー 0.11 0.31 1.00 0.00

放映テレビ局数 6.93 2.76 13.00 2.00

サンプルサイズ

作品数 45

587

Xjt
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図４－１ 無料配信動画再生回数  

 

図４－２ 有料配信動画再生回数  
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４．３． 推定と推定結果  

４．３．１． モデルと推定方法  

本節では、(4)式について推定を行う。ただし、本章では有料配信動画再生回

数も取得できているため、モデルは以下のようになる。  

𝑙𝑛(𝑄𝑗𝑡) = 𝛼 + 𝛽𝑓𝑙 𝑛(𝑣𝑗𝑡
𝑓
) + 𝛽𝑝𝑙𝑛(𝑣𝑗𝑡

𝑝
) + 𝑋𝑗𝑡𝛾 + 𝐶𝑡𝛿 + 𝜑𝑗 + 휀𝑗𝑡 

(6) 

𝑣𝑗𝑡
𝑓
は無料配信動画視聴者数、 𝑣𝑗𝑡

𝑝
は有料配信動画視聴者数である 49。また、本

章では、系列固有効果 𝐶も入れている。これは、複数のエピソードがある映像

作品の場合、エピソード 1、エピソード 2、エピソード 3……と進んでいくにつ

れて、販売数が減少していく傾向があるので、コントロールする必要があるた

めであり、系列ダミーのベクトルとなっている。第３章と異なりジャンル毎の

タイムトレンドとしなかったのは、ジャンル毎にトレンドに大きな違いが見ら

れなかったので、より説明力の高い系列ダミーの方がモデルに適していると考

えられたからである 50。  

 本章では第３章と同じくパネルデータ分析を行うため、個体固有効果である

𝜑𝑗と𝑣𝑗𝑡
𝑓
、 𝑣𝑗𝑡

𝑝
との相関 (内生性 )はコントロールされる。また、系列固有効果も入

れているため、𝐶𝑡と𝑣𝑗𝑡
𝑓
、𝑣𝑗𝑡

𝑝
との相関もコントロールされる。しかしながら、デ

                                                   
49 前述したように、実際の推定では無料配信動画再生回数と有料配信動画再生

回数を用いる。  
50 第 3 章のようにジャンル毎にタイムトレンドが大きく異なる場合、ジャンル

×タイムダミーをすると変数が多くなりすぎるため、トレンドしか使用できな

いが、本章のようにジャンルクロス項が必要ない場合は、タイムダミーの方が

説明力が高いことが多い。実際、本章の推定では、タイムトレンドを使用した

場合に比べて決定係数が約 0.1 高くなっている。  
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ータ制約上の理由から t によって変化する操作変数がないため、 휀𝑗𝑡と𝑣𝑗𝑡
𝑓
、𝑣𝑗𝑡

𝑝
と

の相関についてはコントロールすることが出来ない。  

 ただし、次の 2 点の理由から 휀𝑗𝑡との内生性によるバイアスはかなり小さいと

考えられる。第一に、最も大きな相関があると思われる系列固有効果はコント

ロールしている点。パッケージ製品販売数、動画再生回数共に、エピソード t

が増加するにつれて減少していくため 51、例えパネルデータ分析であってもト

レンドによる相関を追ってしまうが、本章では 𝐶𝑡によってコントロールされて

いる。第二に、第３章のような時系列分析と異なり、 휀𝑗𝑡と𝑣𝑗𝑡
𝑓
、𝑣𝑗𝑡

𝑝
の相関が小さ

いと考えられる点。第３章の時系列分析においては、時系列 t による広告費の

変動、音楽番組や雑誌での取り扱い等、様々な要素が 휀𝑗𝑡に入っており、それら

は𝑣𝑗𝑡にも正の影響を与えるため、操作変数を用いて識別する必要があった。し

かしながら、本章において系列 t はエピソードであり、広告、番組、雑誌、い

ずれも作品全体について取り扱うことはあっても、特定のエピソードのみを取

り扱うことはほとんどないため、それらは𝜑𝑗の中に含まれており、コントロー

ルされている。実際、同じ手法で消費者コピーの分析を行っている田中 (2011)

では、操作変数を用いてない。  

 また、一般的な需要モデルにおいて内生変数として扱われる価格については、

田中 (2011)に倣い、外生変数として扱った。これは、パッケージ製品販売会社

ごとに価格は固定的であり、慣習によって定められていると考えられるためで

ある。特に、作品内でのエピソード t による変化は、最終巻のみ収録エピソー

                                                   
51 第 1 話を見ずに第 2 話を見るといった行動は考えにくいが、その逆はあり得

るため。  



58 

 

ド数が増えてしまい、結果的に 1 話あたりの価格が低くなっている等、外生的

要因によって変化していると考えられる 52。  

４．３．２． 推定結果  

以上を踏まえて (6)式を固定効果法で推定した結果が表４－２である。表には

プーリング法と比較した F 検定と、変量効果法 53と比較した Hausman 検定を

記載しており、共に 1%水準で有意に正であることから、固定効果法が採択さ

れる。  

表４－２ 推定結果  

 

                                                   
52 付録４．３．参照。  
53 変量効果法においては、時間によって変化しない属性である続編、豪華版等

のダミー変数や、放映テレビ局数も説明変数に入れた。  

記号 変数 係数 p値

ln(v
f
jt) 無料配信動画再生回数(対数) 0.099 (0.02) **

ln(vp
jt) 有料配信動画再生回数(対数) 0.048 (0.11)

Xjt 価格(対数) -0.116 (0.06) *

ct エピソード(ダミー/25個)

α 定数項 8.09 (0.00) ***

F検定 353.76 (0.00) ***

Hausman検定 98.14 (0.00) ***

決定係数(within)

サンプルサイズ

グループ数

***

**

*

45

省略

1%

5%

10%

0.334

587

販売数(対数)

固定効果
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 推定結果を確認すると、まず、属性ベクトル𝑋𝑗𝑡である価格は、1％水準で有

意に負となっている。これは、価格が上がるとパッケージ製品の販売数が減少

するという影響を表しており、妥当な結果であると考えられる。尚、価格につ

いても対数変換している。また、省略しているエピソードダミーも全て有意に

負となった。  

 以上のように、制御変数の係数の符号は解釈可能で、決定係数は 0.334 とパ

ネルデータ分析では高い方である。そこで、本研究において最も関心のある、𝑣𝑗𝑡
𝑓

の無料配信動画再生回数と、𝑣𝑗𝑡
𝑝
の有料配信動画再生回数を見ると、ln(𝑣𝑗𝑡

𝑓
)の係数

が 5％水準で有意に正となり、 ln(𝑣𝑗𝑡
𝑝
)の係数は 10%水準でも有意とならなかっ

た。このことから、無料配信の補完効果は代替効果よりも大きく、パッケージ

製品販売数に対して正の影響があることが確認された。また、有料配信につい

ては、第 1 節で述べたとおり、代替効果の方が補完効果よりも大きく、パッケ

ージ製品販売数に負の影響を与えるといったことが考えられたが、実際には代

替効果と補完効果は相殺し合っており、パッケージ製品販売数に対する影響は

確認されなかった。また、その効果の大きさは、無料配信動画再生回数が 1％

増えると、パッケージ製品販売数が約 0.10%増加するというものであった。  

４．３．３． クロス項推定結果  

 以上のように、無料配信動画再生回数と有料配信動画再生回数が、パッケー

ジ製品販売数に与える影響が定量的に確認された。しかしながら、この効果は、

作品のジャンルや人気によって異なった傾向を持っている可能性がある。そこ

で、さらに詳細に分析するため、以下の 3 つについて、無料配信動画再生回数
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と有料配信動画再生回数とそれぞれのダミー変数を掛け合わせたクロス項を用

いて推定を行った。  

<1>対象としている性別。  

<2>原作の有無。  

<3>作品の人気。  

 これら 3 つの推定結果が次の表４－３である 54。尚、操作変数は、それぞれ

のクロス項に対して操作変数のクロス項を用意している。  

 表４－３を見ると、まず、<1>においては、男性向では無料配信動画再生回

数、有料配信動画再生回数共に、1％水準で有意に正となった一方で、女性向

では有意なものはなかった。このことから、男性向においては、無料配信と有

料配信共に補完効果の方が代替効果より大きい一方で、女性向においては、そ

のような傾向はみられず、補完効果と代替効果が打ち消しあっていると考えら

れる。これは、女性の方がパッケージ製品に対する愛着が薄いためであると考

えられる。男性向において、有料配信でも有意に正となったのは、無料配信期

間は限定的であり、多くの場合パッケージ製品が発売する頃には有料配信しか

ないので、低価格の有料配信を視聴して気に入り、パッケージ製品を購入する

という経路があるためだと思われる。  

 次に、<2>においては、オリジナルでは全体推定と同じように、無料配信動

画再生回数のみ 5%水準で有意に正となったが、それ以外については、無料配

信動画再生回数と有料配信動画再生回数共に有意にならなかった。このことか

ら、原作ファンという固定顧客層がいないオリジナルについては、無料配信の

補完効果が大きい一方で、原作がある作品については、既にある程度知名度が

                                                   
54 それぞれの詳細な分け方については付録４．４．に記載している。  
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あるため、それほど大きな補完効果はないと考えられる。また、オリジナルの

弾力性は 0.52 と非常に大きいので、積極的に無料配信を行うべきだといえる。 

 最後に、<3>においては、人気作以外では無料配信が 1%水準で有意に正とな

った一方で、人気作では有意にならなかった。このことから、知名度の高くな

い人気作品以外においては、インターネット配信による視聴者数の増加がパッ

ケージ製品販売数増加につながる一方で、既に知名度のある人気作においては、

新規顧客の獲得にはつながらず、パッケージ製品販売数に有意な影響がないと

いえる。これは、第３章の音楽 CD と同様の傾向である。  

表４－３ クロス項推定結果  

 

４．４． 考察  

 本章では、映像産業におけるインターネット配信の経済効果について、深夜

アニメ市場を対象に、パッケージ製品需要モデルを用いて実証分析を行った。

推定にあたっては、観察できないコンテンツの質が高いために配信動画再生回

数が多くなり、結果的に配信動画再生回数とパッケージ製品販売数の間に正の

分類 クロス項 記号 変数 係数 p値

ln(vf
jt) 無料配信動画再生回数(対数) 0.10 (0.02) **

ln(v
p
jt) 有料配信動画再生回数(対数) 0.07 (0.02) **

ln(v
f
jt) 無料配信動画再生回数(対数) 0.18 (0.21)

ln(v
p
jt) 有料配信動画再生回数(対数) -0.10 (0.16)

ln(vf
jt) 無料配信動画再生回数(対数) 0.52 (0.00) ***

ln(vp
jt) 有料配信動画再生回数(対数) -0.01 (0.87)

ln(v
f
jt) 無料配信動画再生回数(対数) 0.05 (0.20)

ln(v
p
jt) 有料配信動画再生回数(対数) 0.05 (0.19)

ln(v
f
jt) 無料配信動画再生回数(対数) -0.01 (0.96)

ln(vp
jt) 有料配信動画再生回数(対数) 0.08 (0.22)

ln(vf
jt) 無料配信動画再生回数(対数) 0.12 (0.01) ***

ln(v
p
jt) 有料配信動画再生回数(対数) 0.04 (0.16)

性別

原作

人気

男性向

女性向

オリジナル

原作あり

人気作

人気作以外



62 

 

相関がみられるといったような、いわゆる内生性問題に対処するため、作品 1

つを 1 グループ、エピソードを系列としたパネルデータで推定を行った。  

 推定の結果、無料配信動画再生回数はパッケージ製品販売数に有意に正の影

響を与えていた一方で、有料配信動画再生回数は有意な影響を与えていなかっ

た。このことから、無料配信の補完効果は代替効果よりも大きく、パッケージ

製品販売数に対して正の影響があることが確認された。また、その大きさは、

無料配信動画再生回数が 1%増えると、パッケージ製品販売数が約 0.10%増加

するというものであった。一方で、有料配信の補完効果は代替効果と打ち消し

合っており、負の影響は見られなかった。  

 以上の結果から、少なくとも深夜アニメ市場においては、無料配信はパッケ

ージ製品販売数に対して正の影響があり、また、有料配信はパッケージ製品に

対して代替的ではなく、新規市場を開拓していると考えられる。そのため、企

業は積極的にインターネット配信を行うことで、生産者余剰を増加させた方が

良いと思われる。さらに、消費者にとっても、視聴機会が増えることで消費者

余剰が必ず増加するため、社会的厚生という観点からも、インターネット配信

を積極的に行うべきだといえる。  

 ただし、対象とする性別、原作の有無、作品の人気によってその効果は異な

っている点にも注意が必要である。性別については、男性向では無料配信、有

料配信共に有意に正の影響があった一方で、女性向では有意な影響は見られな

かった。原作の有無については、オリジナルでは無料配信が有意に正の影響が

あった一方で、それ以外の作品では有意な影響は見られなかった。人気につい

ては、人気作以外では無料配信が有意に正の影響があった一方で、人気作では

有意な影響が見られなかった。これらから、男性向、オリジナル、人気作以外
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では積極的にインターネット配信を行った方が良い一方で、それ以外ではパッ

ケージ製品販売数に特に有意な影響がないため、コストがかかる場合はインタ

ーネット配信を行わない方が良いといえる。ただし、インターネット配信は関

連グッズやイベントに対する影響もあると考えられるため、必ずしもその限り

ではない。  

 また、本章にはいくつかの課題も残る。第一に、市場の一般性の問題。本章

で取り上げた深夜アニメ市場は、1 エピソードあたりの平均価格が 3000 円以上

と高額であることからも分かるとおり、視聴者の中でも特に熱心なファンに対

してのみ、高画質で高音質、そしてさまざまなグッズの付随したパッケージ製

品を販売するというビジネスモデルとなっている。実際、有料配信の価格は平

均して 200 円～300 円程度にもかかわらず、表４－２で見られるように、有料

配信動画再生回数の平均値は、パッケージ製品販売数の平均値の 1/3 程度しか

なく、熱心なファンを対象としたビジネスモデルであり、かつ、インターネッ

ト配信の適切な差別化がされていると考えられる。しかしながら、映像産業で

もテレビアニメ以外の映画やドラマは、必ずしもこのようなビジネスモデルに

なっていない。例えば、映画は約 2 時間の長編で 3000 円程度の価格設定であ

るし、そもそもテレビドラマは視聴率モデルであるため、ライトなファンも販

売や視聴の対象としている。このようなライトなファンは必ずしも画質や音質、

付随グッズにこだわりがあるとは限らないため、インターネット配信の代替効

果が大きくなっている可能性がある。  

 第二に、レンタル販売数への影響を考慮していない点。前述したように、パ

ッケージ製品は画質や音質の他に、付随するグッズ等でインターネット配信と

差別化されているが、レンタルにおいてはそのようなグッズが入手できないた
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め、インターネット配信の代替効果が大きくなると考えられる。このようなレ

ンタル販売数への影響についても検証する必要があるが、本研究ではデータ制

約上の理由から出来なかった。ただし、レンタルも画質や音質によって十分に

差別化されていると思われる。  

 以上のように、いくつかの課題は残るものの、有料配信と無料配信の視聴者

数に関連したデータを取得出来る産業はほとんどないため、それを取得して定

量的に分析を行ったのは、本章における分析の貢献であると思われる。  

 今後、情報通信とコンテンツ産業については、本章の映像産業においても重

要性が増してくると思われる。そのため、音楽産業と同様に、映像産業におけ

る情報通信を利用した流通・宣伝について、そのビジネスモデルを整理し、実

証分析をとおして定量的に検討していくことが、社会的にも経営的にも必要だ

ろう。  

付録４．１． データソース：ニコニコチャート  

 ニコニコチャートとは、ニコニコ動画における各動画の統計データを日次で

取得しているデータサイトである。再生回数が一定以上ないと取得していない

ため、有料配信動画再生回数を日次で細かく取得することはできないが、再生

回数の多い無料配信期間中は、少なくとも本研究の標本においてはすべて取得

されていた。無料配信と有料配信は同じ動画で、無料期間を過ぎると有料に切

り替わるというシステムであるため、全動画再生回数から無料配信動画再生回

数を引くことで、有料配信動画再生回数を算出することが可能である。

http://www.nicochart.jp/  
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付録４．２． 動画再生回数の取得方法  

 ニコニコ動画のインターネット配信は、コンテンツ j の系列 (本章ではエピソ

ード )t に対して 1 つで、その 1 つの動画において無料配信期間が設定されてお

り、それ以外は有料配信に切り替わるという仕組みになっている。そこで、ニ

コニコ動画の各動画再生回数を日次で取得しているニコニコチャートから、無

料配信期間における動画再生回数を取得し、全配信動画再生回数からそれを引

くことで、有料配信期間における動画再生回数も取得した。  

付録４．３． 価格の内性生  

 例えば、「じょしらく」は全エピソード数が 13 となっており、BD 第 1 巻～

第 5 巻は 2 エピソードずつ収録、第 6 巻のみ 3 エピソード収録となっているが、

全ての BD の価格が同じであり、結果的にエピソード 11～13 の価格が安くな

っている。この措置は、突然パッケージ製品の価格が上昇してしまうと、消費

者に悪印象を与えてしまうためだと考えられる。他にもこういった例は、最終

巻に限らずしばしばある (同価格でないにせよ、収録エピソード数に合わせた価

格にしていることはなく、結果的に 1 エピソードあたりの価格は下がっている )。 

付録４．４． 推定の分類方法  

<1> 性別  

性別については、男女どちらをメインターゲットとした作品であるかで分

類を行った。  

<2> 原作の有無  
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原作の有無については、アニメオリジナルかどうかで分類を行った。アニ

メの多くは漫画やゲーム、小説等の原作があるものが多いが、中にはアニ

メオリジナルの作品もあり、サンプルの中では約 1 割がそれに該当した。 

<3> 人気  

人気については、図４－１と図４－２を見て分かるように、大きく分けて

「凡作」「人気作 (約 2 万以上 )」「超人気作 (約 58,000 以上 )」の 3 つに分類

することが出来る。そこで、人気作と超人気作を 1 つにまとめて人気作と

し、それ以外の凡作を人気作以外とする 2 分類とした。3 分類にしなかっ

たのは、超人気作のサンプルサイズが小さすぎるためである。  

 また、以上で使用したダミー変数の記述統計量は次の表４－４のとおり。  

表４－４ 分類ダミー変数記述統計量  

 

  

分類 変数 平均値 標準偏差 最大値 最小値 中央値

女性向 0.11 0.32 1.00 0.00 0.00

男性向 0.89 0.32 1.00 0.00 1.00

オリジナル 0.11 0.31 1.00 0.00 0.00

原作あり 0.89 0.31 1.00 0.00 1.00

人気作 0.10 0.30 1.00 0.00 0.00

人気作以外 0.90 0.30 1.00 0.00 1.00

性別

原作

人気
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第５章 ゲーム産業における二次的著作物共有の経済

効果  

５．１． ゲーム産業とゲームプレイ動画  

 ゲーム産業は、家庭用ゲーム 55ハードを除いて国内市場規模が約 1.4 兆円あ

り (経済産業省、2014)、本章で分析対象とする家庭用ゲームソフトに絞っても、

2013 年において約 2,537 億円となっている。これは、同時期における国内音楽

CD 市場規模の約 1,962 億円を上回っており、その市場規模が大きいことが分

かる。さらに、CESA(2013)によると、海外向けゲームソフト出荷額が 2011 年

には約 2,930 億円、2012 年には約 2,042 億円であり、外貨獲得や国際競争とい

う観点からも重要な産業であることが分かる。  

 そのようなゲーム産業において二次的著作物として共有され、議論となって

いるのがゲームプレイ動画である。ゲームプレイ動画とは、消費者が実際にゲ

ームをプレイしている時の、ゲーム画面や音声を収めた動画のことである。中

には、消費者の実況 56が入っているものや、消費者自身がプレイするのではな

くツールを利用してプレイしたもの等もある。このような動画は、主に動画共

有サービスである YouTube やニコニコ動画に多くアップロードされており、消

費者の間で共有されている。  

無論、ゲームは音楽や映像と異なり、消費者がプレイして初めて作品となる

ものなので、ゲームプレイ動画は完全代替財とは成り得ない。しかしながら、

ゲーム内のストーリーやビジュアル、音楽等、プレイ以外の部分は、生産者の

                                                   
55 プレイステーションシリーズ、Wii シリーズ等のいわゆるゲーム専用機。  
56 ゲームをプレイしている消費者が、プレイ中に思ったことを随時喋る形態。 



68 

 

意図しないところで公開されてしまうこととなる。そのため、第１章で述べた

とおり、その代替効果と補完効果については盛んに議論がなされているが、実

証分析の蓄積は乏しく、(3)式からも分かるとおり、理論的にはゲームソフト販

売数に正の影響も負の影響も与えていることが考えられるため、企業の対応も

まちまちとなっている。  

 そこで本章では、ゲーム産業において、二次的著作物であるゲームプレイ動

画が、パッケージ製品であるゲームソフトの販売数にどのような影響を与えて

いるか、 (4)式を用いて実証分析を行い、定量的な結果を得る。  

５．２． データ  

 本節では、分析対象とするゲームソフトのデータと、それに対応したゲーム

プレイ動画のデータについて、その取得方法を記載した後、記述統計量を見て

傾向を確認する。尚、本章ではデータ制約上の理由から、系列 t 単位ではなく

クロスセクションで取得している。  

５．２．１． ゲームソフトのデータ  

 本章の分析対象とするのは、2007 年 6 月から 2012 年 12 月までの約 5 年半

の間に発売された、国内におけるプレイステーション 3 用ゲームソフトとする

57。  

 実証分析に用いるゲームソフトのデータとして取得したのは、上記の条件に

あてはまる各ゲームソフトの販売数、価格、属性である。まず、販売数につい

                                                   
57 プレイステーション 3 用ゲームソフトを対象とした理由は、付録５．１．に

記載している。  
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ては、エンターブレインの雑誌「ファミ通」が公表している国内推定販売数を

利用した。これは、エンターブレインが小売店の POS データから算出した値で

ある。もう 1 つ代表的な推定販売数としてメディアクリエイトが発表している

ものもあるが、それぞれのデータに大きな違いはなく、頑健なデータであると

考えられる。尚、本研究においてはダウンロード版を除くパッケージ製品のみ

の販売数を取り扱う。ダウンロード版の販売数についてはほとんど公開情報が

ないが、同じファミ通が公開している 2013 年 9 月や 10 月の月次販売数を確認

すると、多くのプレイステーション 3 用ゲームソフトにおいて、ダウンロード

版の販売数はパッケージ製品の 1/10 以下しかないため、ダウンロード版の販売

数を取り扱わなくても推定に大きな影響はないと考えられる 58。  

次に、価格については、各パブリッシャーが定めている希望小売価格を取得

した。また、本体同梱版等の価格の異なる豪華版が出ている場合は、通常版の

価格を参照した。最後に、属性については、各ゲームソフトの発売時期、価格

の異なる豪華版の有無、ダウンロード版の有無、アーケード版の有無、マルチ

プラットフォームかどうか 59、シリーズ作品かどうか 60、オンラインプレイ対

応の有無、原作の有無 61、英語版かどうか、海外開発スタジオ制作かどうか、

CERO62、ジャンル、パブリッシャーをそれぞれ取得した。各属性の取得理由

                                                   
58 例えば、実況パワフルプロ野球 2013 はパッケージ製品販売数 37,982 本に対し、

ダウンロード版は 3,104 本。ブレイブルークロノファンタズマはパッケージ製品販

売数 85,285 本に対し、ダウンロード版は 4,156 本。尚、これらはいずれも 2013

年 10 月度における販売数である。  
59 プレイステーション 3 での発売時、あるいは発売前に、他のゲームハードであ

る Wii、XBOX360、プレイステーション 2、ニンテンドー3DS、プレイステーショ

ンポータブルのいずれかで発売しているかどうか。  
60 ただし、1 作目については、発売時点ではシリーズ作品かどうか分からないため、

2 作目以降をシリーズ作品としている。  
61 映画や漫画を原作としたゲームソフトであるかどうか。  
62 年齢別レーティング制度のこと。例えば、CEROB であれば、12 歳以上を対象

とする表現内容が含まれていることを表示している。尚、CEROZ は特殊であり、
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は、付録５．２．に記載している。  

５．２．２． ゲームプレイ動画のデータ  

 次に、各ゲームソフトに関連したゲームプレイ動画のデータを取得する。こ

こで、国内における代表的な動画共有サービスとして、2013 年における国内月

間ユニークユーザ数トップ 3 の YouTube、ニコニコ動画、FC2 動画が挙げられ

る (ニールセン、2013)が 63、本研究においては、対象をニコニコ動画に限定す

る。ニコニコ動画に限定するのは、国内ユーザが大部分を占めている点と、ゲ

ームプレイ動画が豊富にある点が分析に適しているためである 64。  

さて、ニコニコ動画において、実証分析で用いる各ゲームソフトにおけるゲ

ームプレイ動画視聴者数を取得するが、実際の視聴者数は取得することが出来

ないため、第３、４章と同様、動画の再生回数を代理変数とした。  

 以上を踏まえ、ゲームプレイ動画のデータを、2014 年 2 月に取得した 65。た

だし、全ての動画について条件に合うかどうか目視で確認する必要があること、

後述する操作変数のために動画投稿者の属性を取得する必要があることから、

全ゲームプレイ動画のデータを取得するのは非常に困難である。そこで、各ゲ

ームソフトについて、条件に合うゲームプレイ動画を、再生回数の多い順に 10

個ずつ取得し、足し合わせて変数とした。これについては、各ゲームソフトに

おける再生回数第 1 位のゲームプレイ動画を 1 とした時の再生回数指数におい

て、再生回数第 10 位のゲームプレイ動画は平均して 0.07 程度しかなく、11 位

                                                                                                                                                     

18 歳以上のみを対象とする表現内容が含まれていることを表示している他、18 歳

未満に対して販売したり頒布したりしないことを前提とした区分となっている。  
63 ここでは、動画配信サイト (ユーザによる動画投稿が不可能 )である GyaO!は除く。 
64 ニコニコ動画を対象とした詳細な理由は、付録 3 に記載している。  
65 ゲームプレイ動画の厳密な取得条件については、付録 4 に記載している。  
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以下のゲームプレイ動画の再生回数が少なく代替効果や補完効果も小さいこと

が予想されるため、推定に支障はないと考えられる。また、ランダムに 10 個

のゲームソフトを選択した図５－１において、各ゲームソフトにおけるゲーム

プレイ動画再生回数指数は似たような動きをしており、これによって大きなバ

イアスが発生するとは考えにくい。  

 

図５－１ 再生回数指数   

 以上、ゲームソフトデータ並びにゲームプレイ動画データの取得方法をまと

めると、表５－１のようになる。  
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表５－１ データの取得方法  

 

５．２．３． 記述統計量  

 ５．２．１．並びに５．２．２．のように取得したデータの記述統計量は表

５－２、本研究において最も関心のあるゲームソフト販売数とゲームプレイ動

画再生回数について、その対数の散布図を描いたものが図５－２となる。ただ

し、ゲームプレイ動画再生回数に関しては、 0 であるゲームソフトも存在した

ため、全体に 1 を足してから対数変換を行っている。また、表５－２において、

ジャンルダミーとパブリッシャーダミーは量が多いため省略しており、ダミー

変数の数のみ変数欄に記載している。  

分析対象 2007年6月から2012年12月までに発売した、プレイステーション3用ゲームソフト。

①廉価版を除く。

②過去に発売したゲームソフトを複数まとめたものを除く。

③アニメDVDが同梱されたものを除く。

分析対象 2014年2月にニコニコ動画から取得。

①静画にゲーム音楽を加えただけの動画は除く。

③体験版のゲームプレイ動画は除く。

⑤各ゲームソフトにおいて、①～④の条件に合うゲームプレイ動画を再生回数の多い順に10個取

得する。

④パブリッシャーが公式に動画投稿サイトで配信しているトレーラー動画とゲームプレイ動画、並びに

それを消費者が転載しただけの動画は除く。

条件

ゲームソフトデータ

ゲームプレイ動画データ

②1人の動画投稿者が1つのゲームソフトに対し、複数のゲームプレイ動画を投稿している場合、そ

の中で最も再生回数の高い動画1つのみ取得する。

条件
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表５－２ 記述統計量  

 

 まず、表５－２について、年末ダミーは５．３．１．において各ゲームソフ

トの発売時期として取得したデータを用いたダミー変数であり、12 月に発売し

たゲームソフトを 1、それ以外を 0 としている。これは、クリスマスプレゼン

ト等の影響で、12 月に発売されたゲームソフトの需要が高まる効果を吸収する

変数である。残りの属性変数についても同様に、豪華版ダミーは通常版と価格

の異なる豪華版ががある場合に 1 とするダミー変数、ダウンロードダミーはダ

ウンロード版の販売がある場合に 1 とするダミー変数……となっている。また、

ゲームソフト販売数平均が約 10 万であるのに対し、ゲームプレイ動画再生回

数の平均は約 45 万となった。ただし、両者ともに標準偏差が非常に大きくな

記号 変数 平均値 標準偏差 最大値 最小値

sj 販売本数 103882.30 171314.80 1905979.00 3371.00

mj 再生回数 453172.90 903154.00 5928238.00 0.00

pj 価格 7184.16 1052.59 11500.00 2980.00

年末ダミー 0.10 0.29 1.00 0.00

豪華版ダミー 0.17 0.38 1.00 0.00

ダウンロードダミー 0.05 0.22 1.00 0.00

アーケードダミー 0.03 0.18 1.00 0.00

マルチプラットフォームダミー 0.64 0.48 1.00 0.00

シリーズダミー 0.66 0.48 1.00 0.00

オンラインダミー 0.54 0.50 1.00 0.00

原作ありダミー 0.08 0.28 1.00 0.00

英語版ダミー 0.01 0.09 1.00 0.00

海外開発ダミー 0.45 0.50 1.00 0.00

CEROAダミー 0.30 0.46 1.00 0.00

CEROBダミー 0.20 0.40 1.00 0.00

CEROCダミー 0.18 0.38 1.00 0.00

CERODダミー 0.23 0.42 1.00 0.00

CEROZダミー 0.10 0.30 1.00 0.00

ジャンルダミー(16個)

パブリッシャーダミー(34個)

サンプルサイズ

省略

省略

389

Zj
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っている。  

次に、図５－２を確認すると、ゲームソフト販売数とゲームプレイ動画再生

回数には顕著に正の相関があるように見られる。しかしながら、ゲームソフト

の質が高く人気のある場合、結果的にゲームソフト販売数とゲームプレイ動画

再生回数が高くなるのは自然であり、付録２．１．で述べた内生性問題がある

ことが考えられるため、この図だけでは、ゲームプレイ動画再生回数がゲーム

ソフト販売数に対して補完効果をもつとはいえない。  

そこで、５．３．ではゲームソフト j の質を、観察出来る変数でコントロー

ルしたうえで、観察出来ない質に関する内生性にも操作変数で対処して推定す

ることで、ゲームプレイ動画再生回数がゲームソフト販売数に与える影響を、

定量的に分析する。  

 

図５－２ 販売数と再生回数  
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５．３． 推定と推定結果  

５．３．１． モデルと推定方法  

 本節では、(4)式について推定を行う。しかしながら、前述したとおり、本章

はデータ制約上の理由から系列 t がないため、モデルは以下のようになる。  

𝑙𝑛(𝑄𝑗) = 𝛼 + 𝛽𝑙𝑛(𝑣𝑗) + 𝑋𝑗𝛾 + 𝜑𝑗 

(7) 

また、前述したように本節の推定にあたっても内生性の問題が発生している

と考えられ、 (7)式においては、ゲームプレイ動画再生回数 𝑣𝑗の他、𝑋𝑗に含まれ

る価格にも内生性の問題が発生していると考えられる 66。そこで、内生性を考

慮した 2 段階一般化モーメント法 (Two-Step Generalized Method of Moments, 

以下 2 段階 GMM)を用いる。  

さらに、パネルデータでないので識別問題の重要性がより高いため、外生変

数のみの誘導型モデルでも推定を行う。  

５．３．２． 操作変数の選択  

まず、ゲームプレイ動画再生回数に関する操作変数には、動画投稿者の人気

を表す変数であるお気に入り登録され数とニコられ数を用いた。これらは共に

ニコニコ動画の機能である。お気に入り登録とは、登録したユーザが動画を投

稿したら通知が来る等、ユーザに関する情報を取得することが可能になる機能

                                                   
66 他の章ではパネルデータ分析であったので、系列 t によって変化しない価格

(希望小売価格 )と 휀𝑗𝑡の相関は考えられないが、本章ではクロスセクションであ

るため、価格と𝜑𝑗の相関が問題となる。  
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である。例えば、そのユーザに関心を持っており、投稿された動画をいち早く

観たい場合にお気に入り登録を行う。つまり、このお気に入り登録をされてい

る数が多ければ多いほど、他のニコニコ動画ユーザからの注目度が高い人気ユ

ーザと考えられる。また、ニコるとは、面白いと思ったコメントや動画に対し

て評価する機能であり、このニコられ数が多ければ多いほど、他のニコニコ動

画ユーザからの注目度が高い人気ユーザと考えられる。ゲームプレイ動画は、

動画投稿者のテクニックや話の面白さが動画のエンターテインメント性に直結

するため、動画投稿者の人気は、ゲームプレイ動画再生回数と正の相関を持つ

ことが予想される。これらは動画投稿者毎に取得されるため、動画再生回数と

同様に、それぞれのゲームソフトに対応するように足し合わせて変数とした。  

 このように取得された操作変数とゲームプレイ動画再生回数について、散布

図を描いたのが図５－３、図５－４である。図５－３、図５－４を見ると、こ

れらの動画投稿者の人気を表す変数が、ゲームプレイ動画再生回数と強い正の

相関関係にあることが分かる。一方で、動画投稿者の人気とゲームソフトの販

売数に影響を与える観察出来ない質が直接相関しているとは考えにくいため、

誤差項とは相関しない。  
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図５－３ 再生回数操作変数：１  

 

図５－４ 再生回数操作変数：２  
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次に、ゲームソフト価格に関する操作変数については、最もよく使用される

のが、制作費用、あるいは、それに影響を与える生産要素価格だが、各ゲーム

ソフトについてそれらのデータを取得するのは不可能である。そこで本研究に

おいては、Berry et al..(1995)を参考に、市場の競争状態に関連する変数を用

いることとし、具体的には、ゲームソフトが発売されたのと同じ週に発売され

た他のゲームソフトタイトル数を利用した。市場の競争度が増加すると価格は

低下するため、価格と負の相関を持つことが予想される。  

このように取得された操作変数とゲームソフト価格について、散布図を描い

たのが図５－５である。図５－５を見ると、市場の競争度を表す同週発売ゲー

ムソフトタイトル数が、価格と負の相関を持っていることが確認される。これ

については図５－５から分かりにくいが、後の推定において 1 段階目の F 統計

量の p 値が 0.00 であること、操作変数検定で操作変数は妥当という結果が出

たこと、さらに、表５－３には載せていないが、1 段階目の推定においてパラ

メータが 1%水準で有意に負であったことから、操作変数として適していると

考えられる。一方で、市場の競争度とゲームソフトの販売数に影響を与える観

察出来ない質が直接相関しているとは考えにくいため、誤差項とは相関しない。

尚、同週発売他ゲームソフトタイトル数は 0 が多いうえに数値が小さいことや、

後の推定で対数変換しない方が第 1 段階目の F 統計量が高かったことから、対

数変換をしていない。  
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図５－５ 価格操作変数  

５．３．３． 推定結果  

 以上を踏まえ、 (7)式を推定した結果が表５－３、2 段階 GMM を用いた構造

モデル推定において 5%水準で有意なものの符号のみ抜き出したのが表５－４

である。ただし、表５－３の①列は、ゲームプレイ動画再生回数と価格に関連

する外生変数が、間接的にゲームソフト販売数に与えている影響を見るため、

外生変数のみの誘導型モデルを OLS 推定した結果となっている。さらに、表５

－３においては、ジャンルダミーとパブリッシャーダミーの記載を省略してい

る 67。また、説明変数の数が多いので多重共線性の有無を確認したところ、説

明変数同士の相関係数の絶対値は全て 0.6 以下となっていたため、多重共線性

                                                   
67 表 2 と同様、ダミー変数の個数は変数欄に記載している。尚、推定の際は基

準となるダミー変数が必要なため、表 2 より 1 つずつ減っている。  
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はないと思われる。尚、全ての p 値と F 統計量は、不均一分散に対して頑健な

White(1980)の標準誤差から算出している。  

 ②列の構造モデルにおいては、特にゲームプレイ動画再生回数に対する操作

変数の妥当性が非常に重要になってくるため、操作変数に関する検定として、

Hansen(1982)の検定等いくつかの検定を記載している。それぞれの検定内容と

検定結果については、付録５．５．で詳細に述べている。  

 検定結果や Censored R2 の値から、モデルと操作変数の妥当性が担保された

ので、係数解釈を行う。まず、①列の誘導型モデルについては、動画投稿者の

人気を表すお気に入り登録され数とニコられ数を確認する。これらの変数は、

動画投稿者の人気が消費者のゲームプレイ動画視聴機会に影響 68し、結果とし

てゲームソフト販売数に影響を与えるという間接的影響を示している。①列を

見ると、お気に入り登録され数、ニコられ数共に係数は正となっており、特に、

お気に入り登録され数が 1%水準で有意となっている。このことから、より人

気のある動画投稿者がゲームプレイ動画を投稿して、消費者のゲームプレイ動

画視聴機会が増加することは、ゲームソフト販売数に正の影響を与えているこ

とが確認された。  

次に、②列の構造型モデルの中で有意なものについて、係数解釈を加えてい

く。ジャンルとパブリッシャーを除いた属性ダミーの中では、年末ダミー、豪

華版ダミー、シリーズダミーが有意に正となっている一方で、海外開発ダミー

は有意に負となった。年末ダミーについては、前述したとおり年末にはゲーム

ソフトの需要が高まるため、その効果が出ているものと思われる。豪華版ダミ

                                                   
68 動画投稿者の人気が高い場合、そのファンである消費者も多い。そのため、動画

投稿者のファンだからゲームプレイ動画を見るという経路が多くなり、消費者のゲ

ームプレイ動画視聴機会が増加する。  
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ーについては、ゲームソフト以外の特典が熱心なファンの需要を喚起するため、

有意に正となったと考えられる。シリーズダミーについては、シリーズのもの

は前作の評判を参考にすることが出来るため、消費者が購入しやすい他、そも

そも前作において人気のなかったゲームソフトはシリーズ化しないことが考え

られるため、それらの効果が出ていると思われる。一方で、海外開発ダミーに

ついては、日本と海外では文化的相違があるため、海外開発スタジオで制作さ

れたゲームソフトは日本人の感性に合わず、有意に負となったと考えられる。  

パブリッシャーダミー 69については、バンダイナムコ、ソニー・コンピュー

タエンタテインメント、KONAMI 等 7 社が有意に正となった。  

 以上のように、制御変数の符号は解釈可能であり、推定は妥当な結果を得て

いる。これを踏まえ、ゲームプレイ動画再生回数 𝑙𝑛(𝑣𝑗)のパラメータである、𝛽を

確認する。この係数が有意に負であれば、補完効果＜代替効果となり、ゲーム

プレイ動画再生回数はゲームソフト販売数に負の影響を与えている。一方で、

この係数が有意に正であれば、補完効果＞代替効果となり、ゲームプレイ動画

再生回数はゲームソフト販売数に正の影響を与えている。  

実際に係数を見ると、1%水準で有意に正であり、その値は約 0.26 であった。

つまり、ゲームプレイ動画の補完効果は代替効果を上回っており、その効果は、

ゲームプレイ動画の再生回数が 1%増えるとゲームソフト販売数が約 0.26%増

加するというものであった。このことから、第 1 節で問題視されていた代替性

について、ゲームプレイ動画を視聴することによって満足し、購入を控える消

費者も少なからずいるとは思われるが、補完効果がそれを上回るため、ゲーム

                                                   
69 ジャンルダミー、パブリッシャーダミーについては、サンプルにおいて 2 つ

以上の標本があるものに振っている。つまり、ダミー変数の基準は、標本が 1

つしかないジャンルやパブリッシャーとなっている。  
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プレイ動画はゲームソフト販売数に正の影響を与えていることが確認された。  

表５－３ 推定結果  

 

記号 変数 係数 p値 係数 p値

お気に入り登録され数(対数) 0.16 (0.00) **

ニコられ数(対数) 0.03 (0.58)

同時期発売他タイトル数 -0.05 (0.07)

vj 再生回数(対数) 0.26 (0.00) **

価格(対数) 1.27 (0.34)

年末ダミー 0.57 (0.00) ** 0.51 (0.00) **

豪華版ダミー 0.38 (0.03) * 0.31 (0.03) *

ダウンロードダミー -0.13 (0.65) 0.08 (0.77)

アーケードダミー 0.05 (0.85) -0.17 (0.38)

マルチプラットフォームダミー 0.06 (0.68) 0.08 (0.53)

シリーズダミー 0.39 (0.00) ** 0.24 (0.01) **

オンラインダミー 0.17 (0.20) 0.04 (0.73)

原作ありダミー 0.30 (0.14) 0.25 (0.15)

英語版ダミー -0.89 (0.00) ** -0.93 (0.06)

海外開発ダミー -1.11 (0.00) ** -1.11 (0.00) **

CEROBダミー 0.16 (0.39) 0.13 (0.36)

CEROCダミー 0.08 (0.69) 0.02 (0.93)

CERODダミー 0.08 (0.69) -0.01 (0.95)

CEROZダミー 0.48 (0.07) 0.39 (0.11)

ジャンルダミー(15個)

パブリッシャーダミー(33個)

α 定数項 8.11 (0.00) ** -4.35 (0.71)

再生回数(対数) F統計量 82.25 (0.00) **

価格(対数) F統計量 7.01 (0.00) **

Kleibergen-Paap rk LM統計量 18.58 (0.00) **

Hansen J統計量 1.81 (0.18)

R2 

サンプルサイズ

**

*

注1　小数点以下第３位を四捨五入している。

Xj

2段階GMM

検定

誘導型モデル 構造型モデル

① ②

省略

省略

販売本数(対数)

OLS

1%

389

0.65

5%

0.68

389
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表５－４ 推定結果符号 (有意 ) 

 

５．３．４． ジャンルクロス項推定  

 以上のように、ゲームプレイ動画再生回数がゲームソフト販売数に与える正

の影響が定量的に示されたが、この代替効果と補完効果の関係は、ゲームのジ

ャンル毎に異なっている可能性がある。なぜならば、第 1 章で述べたように、

ゲームプレイ動画の持つ代替性とは、「見ているだけで満足してしまう」「ネタ

バレになる」等の理由からゲームの魅力を消費してしまうことであり、これら

は格闘ゲームやアクションゲームのようにアクション性重視のゲームソフトで

は効果が小さく、ノベルゲームのようにストーリー性重視のゲームソフトでは

効果が大きいと予想されるためである。  

 そこでさらに、ゲームプレイ動画再生回数とジャンルダミーを掛け合わせた

クロス項を用いることで、それぞれのジャンルにおけるゲームプレイ動画がゲ

ームソフト販売数に与える影響効を分析した。尚、標本数が少ない場合推定が

2段階GMM

符号

プレイ動画 再生回数(対数) ＋

年末ダミー ＋

豪華版ダミー +

シリーズダミー ＋

海外開発ダミー －

パブリッシャーダミー バンダイナムコダミー ＋

SCEダミー ＋

KONAMIダミー ＋

カプコンダミー ＋

SQUARE ENIXダミー ＋

ロックスターダミー ＋

アトラスダミー ＋

販売本数(対数)

変数

属性ダミー
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困難であるため、標本数 10 個以上のジャンル (RPG、レース、アクション、ノ

ベル、格闘、ガンシューティング、スポーツの 7 つ )に限定している。2 段階

GMM による推定結果は表５－５のとおり。  

表５－５ ジャンルクロス項推定結果  

 

記号 変数 係数 p値

RPG-再生回数(対数) 0.29 (0.00) **

レース-再生回数(対数) 0.20 (0.24)

アクション-再生回数(対数) 0.20 (0.00) **

ノベル-再生回数(対数) -0.01 (0.97)

格闘-再生回数(対数) 0.37 (0.01) **

ガンシューティング-再生回数(対数) 0.41 (0.00) **

スポーツ-再生回数(対数) 0.34 (0.00) **

その他の変数・定数項

RPG-再生回数(対数) F統計量 188.94 (0.00) **

レース-再生回数(対数) F統計量 74.12 (0.00) **

アクション-再生回数(対数) F統計量 488.47 (0.00) **

ノベル-再生回数(対数) F統計量 90.77 (0.00) **

格闘-再生回数(対数) F統計量 303.95 (0.00) **

ガンシューティング-再生回数(対数) F統計量 532.48 (0.00) **

スポーツ-再生回数(対数) F統計量 110.62 (0.00) **

価格(対数) F統計量 4.59 (0.00) **

Kleibergen-Paap rk LM統計量 14.01 (0.00) **

Hansen J統計量 0.20 (0.65)

Centered R2 

サンプルサイズ

**

*

注1　小数点以下第三位を四捨五入している。

0.70

389

5%

1%

検定

vj

省略

2段階GMM

販売本数(対数)
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 操作変数 70は先ほどと同じ変数にジャンルダミー変数を掛け合わせたクロス

項を、それぞれの内生変数に対して用意した。ただし、7 つのジャンルとその

他のジャンルに対して同様に 2 つずつの操作変数を使用すると、その数は 16

個 (価格の操作変数と合わせて 17 個 )となってしまい多すぎるため、ニコられ数

のクロス項を中心に、あてはまりの悪いものを適宜落とした。尚、これらの操

作変数を全て使用しても、推定結果に大きな違いはなかった。  

 そこで、クロス項の係数を確認すると、概ね 1%水準で有意に正となってお

り、特に、格闘ゲーム、ガンシューティングゲーム、スポーツゲームの 3 ジャ

ンルについては、係数が大きい。これらは共に、ストーリー性よりも、自分で

プレイして体感する部分が重視されたジャンルであるためだと思われる。しか

しその一方で、レースゲームとノベルゲームについては有意にならなかった。

特に、ノベルゲームは 90%水準でも有意にならず、係数も負となった。このこ

とから、前述したようにストーリー性重視のノベルゲームは、他の格闘ゲーム

やガンシューティングゲーム等と比べ、ゲームプレイ動画の代替効果が大きい

71か、補完効果が小さい 72と考えられる。尚、レースゲームについては、 30%

水準で有意に正であるため判断が難しいが、昨今のグラフィック技術の向上は

リアルなレースの再現を可能としており、車好きや F1 好きな消費者は、ゲー

ムプレイ動画を見るだけで満足してしまい購入を控えるという動きが考えられ

                                                   
70 rk LM 統計量は 1%水準で有意、J 統計量は 10%水準で有意でないという結

果になっているため、操作変数は内生変数と相関しており、かつ、誤差項と相

関していないと考えられる。また、1 段階目の F 統計量についても、再生回数

については全て 50 以上と高く、価格についても 1%水準で有意となっているた

め、操作変数は各内生変数に対して有意であると判断出来る。  
71 ストーリーを見てしまい、もともと購入しようと考えていた消費者が満足してし

まって購入を控える。  
72 ストーリー性重視のゲームソフトでストーリーを概ね見ることになるため、もと

もと購入する予定のなかった消費者が、ゲームプレイ動画視聴後にゲームソフトを

購入するという流れにならない。  
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るため、これも他のジャンルのゲームに比べて代替効果が大きいか補完効果が

小さいと思われる。  

 しかしながら、これらのジャンルにおいても、有意に負の影響は見られなか

った。このことから、第１章で懸念されていたような、ゲームプレイ動画がゲ

ームソフト販売数を減少させる効果はなく、むしろ増加させるか影響がないか

のどちらかであることが確認された。  

５．４． 考察：政策的含意  

 本研究では、ゲーム産業を対象に、著作権法違反である二次的著作物が、一

時著作物であるゲームソフトにどのような影響を与えているか、実証分析を行

った。具体的には、ゲームプレイ動画の影響を明示的に組み込んだゲームソフ

ト需要モデルを使用し、内生性に注意を払いながら、ゲームプレイ動画再生回

数がゲームソフト販売数に与える影響を、定量的に分析する手法をとった。  

 まず、外生変数のみの誘導型モデルで推定を行った結果、動画投稿者の人気

を表すお気に入り登録され数は、ゲームソフト販売数に有意に正の影響を与え

ていた。このことから、より人気の高い動画投稿者がゲームプレイ動画を投稿

し、消費者の視聴機会が増えることは、ゲームソフト販売数を増加させる効果

があることが確認された。次に、構造型モデルで推定を行った結果、ゲームプ

レイ動画の再生回数は、ゲームソフト販売数に有意に正の影響を与えており、

その大きさは、再生回数が 1%増えると販売数が約 0.26%増加するというもの

だった。さらに、ジャンル別での推定では、ノベルゲームとレースゲームを除

く他 5 つのジャンルで有意に正の影響を与えており、それら 2 つについても有

意に負の影響は見られなかった。  
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 このことは、生産者がコストをかけて、動画共有サービスの違法なゲームプ

レイ動画を削除したり、裁判を起こしたりすることは、生産者余剰も消費者余

剰も低下させ、社会的厚生に負の影響を与えることを示唆している。現在、動

画共有サービスに違法にアップロードされているゲームプレイ動画については、

ゲームソフトタイトルや、生産者、そしてその時期によって対応がさまざまに

異なっている。しかしながら、ゲームプレイ動画が公開されることは、ゲーム

ソフト販売数に貢献するか、若しくは影響しないという結果が得られたことか

ら、生産者はむしろ、ゲームプレイ動画の投稿を促すような施策を打ち出すこ

とが、短期的にも長期的にも望ましいと考えられる。  

 また、政策的にも重要な含意が得られる。第１章で述べたとおり、現在の著

作権法では、生産者が公式に許可を出しているもの以外、全てのゲームプレイ

動画が違法になっている。それにもかかわらず、ゲームプレイ動画がほとんど

削除されることなく、動画投稿者が逮捕されるような事例もないのは、非親告

罪という特性のためである。これによって、社会最適点より厳しい規制である

と思われる著作権法に対して、生産者が自由に規制の度合いを決められる、幅

のある法律となっている。しかしながら、本研究で見られたような経済効果が

あるならば、現在の「違法だけど投稿している・違法だけど放置している」と

いう状態が最適であるとは言い難く、少なくともゲームプレイ動画について、

著作権法による規制を緩和するということも考えるべきである。  

 さらに、近年においては TPP の問題もある。TPP によって、現在の著作権

法の規制水準のまま非親告罪化と法廷損害賠償金の導入された場合、ゲームプ

レイ動画は、これほど経済効果があるにもかかわらず、著作権者ばかりか第三

者から訴えられ、罰金を支払う可能性のあるものとなってしまう。福井 (2013)
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で述べられている時点で、10 か国が提案側に回り、日本を含む 2 か国のみが反

対しているという状況であるので、非親告罪になる可能性は極めて高い。その

ため、TPP による規制が導入される前に、例えば、城所 (2013)で言われている

ような日本版フェアユース規定を定める等、政策的対応をとるべきであると考

えられる。  

 また、本研究では対象をゲームプレイ動画として分析を行ったが、「著作物の

一部を使用して新たなコンテンツを提供している」という点で、ゲームやアニ

メーション、音楽等を編集・合成して再構成した MAD ムービーについても、

同じことがいえる可能性がある。また、著作物の一部を抜粋して利用している

それらと性質が異なる部分も多いが、二次創作作品の多い同人誌や、映画等の

パロディ作品についても、同様のことが。このような、著作権法違反でありな

がら、著作権者が黙認しているために残っているような二次的著作物は、現代

社会において数多く存在する。しかしながら、TPP による規制強化で創作の委

縮や訴訟の増加が起これば、それらのコンテンツはたとえ経済効果があったと

しても大幅に減少してしまうことが予想されるため、実証分析を行って、現在

の著作権法の規制水準が経済的に最適かどうか改めて考察する必要があるので

はないだろうか。  

 ただし、本研究にはいくつかの課題もある。第一に、動画の削除に対応でき

ていない点。本研究では一時点におけるクロスセクションデータで分析を行っ

ており、観測時点で削除済みのゲームプレイ動画は取得できていないため、そ

の削除されたゲームプレイ動画の再生回数が多かった場合、そこでバイアスが

発生することになる 73。しかしながら、ゲームプレイ動画については削除があ

                                                   
73 観測した再生回数は、実際の再生回数に比べ過少ということになる。尚、ゲーム

ソフト・メーカーがゲームプレイ動画に対するガイドラインを出し、動画投稿自体
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まりなされていないため、推定上の大きな問題にはなっていないと思われる。

第二に、ゲームプレイ動画を全て同質と捉えている点。代替性の問題において

主張されているような「ネタバレ」は、エンディングを映したゲームプレイ動

画や、ゲーム発売前の、いわゆるフライングゲットによって投稿されたゲーム

プレイ動画において特に問題であり、これらのゲームプレイ動画は代替効果が

高い可能性がある。これについては、ゲームプレイ動画の属性によって区別し

て、より詳細な分析をする必要がある。  

しかしながら、著作権法違反であるゲームプレイ動画が、ゲームソフト販売

数に与える影響について、内生性の問題に対処したうえで定量的に分析した例

は少なかったため、需要モデルを定量的に分析し、ジャンル毎の違いまで統計

的に検証したのは、本研究の貢献であると考えている。現在の日本の著作権法

のような、著作物利用の個別具体事例にそった法的規制は、現代におけるイン

ターネット普及や急速な技術革新に伴う生活様式の変化に対応しきれていない

と思われるうえ、TPP による規制強化は目前に迫っていると考えられる。そこ

で、本研究のような経済的な定量分析を通して、社会的厚生への影響を考えな

がら、新しい制度の導入を検討することも必要なのではないだろうか。  

付録５．１． プレイステーション 3 を対象とした理由  

プレイステーション 3 用ゲームソフトを対象としたのは、以下の 3 点の理由

からである。第一に、据え置き型ゲームハードの方が、携帯型ゲームハードよ

りも、動画の撮影とアップロードが比較的容易であり、ゲームプレイ動画が動

                                                                                                                                                     

がなされなかったり少なくなったりした場合については、それによって減少した再

生回数は捉えられているため、推定上のバイアスにはならない。  
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画共有サービスに豊富に存在する点。第二に、上記の期間において Wii と共に

大きなシェアを獲得しており、代表的な据え置き型ゲームハードとなっている

点 74。第三に、Wii はコントローラが特殊で、かつ、現実での動作を重視した

ゲームソフト 75が多いため、ゲームプレイ動画が少ない一方、プレイステーシ

ョン 3 は従来のようなコントローラであり、現実での動作を重視したゲームソ

フトは少ないため、ゲームプレイ動画が豊富である点。尚、過去に発売したゲ

ームの廉価版、過去に発売したゲームを複数まとめたゲームソフト、アニメ

DVD が同梱されたゲームソフトについては、プレイステーション 3 用ゲームソ

フトであっても、サンプルから除外した。  

                                                   
74 2012 年 12 月時点で累計販売台数約 870 万台。尚、Wii は約 1,270 万台。  
75 例えば、任天堂から発売されている Wii Sports 等。  
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付録５．２． 属性データ一覧と取得理由  

 

付録５．３． ニコニコ動画を対象とした理由  

対象をニコニコ動画としたのは、以下 2 点の理由からである。まず、国内ユ

ーザがほとんどであるため。3 つの中で最も国内月間ユニークユーザ数の多い

変数 取得理由

年末ダミー
年末はクリスマス需要のため、この時期に発売したゲームソフトは販売数に正の影響

を与えていると考えられるので。

豪華版ダミー
通常版の他に豪華版を販売することにより、豪華版の特典目当ての需要が増加す

ることが予想されるため。

ダウンロードダミー
ダウンロード版のあるゲームソフトでは、本研究で販売数としているパッケージ製品と

競合し、販売数に負の影響があることが考えられるため。

アーケードダミー
アーケード版のあるゲームソフトは、アーケードでファン数を拡大しており、販売数に正

の影響を与えている可能性があるため。

マルチプラットフォームダミー
プレイステーション3以外のゲームハードでも販売している場合、それらが代替製品と

なるので、販売数に負の影響を与えている可能性があるため。

シリーズダミー
シリーズ物は過去作品のファンが買うことや、そもそも人気がなければシリーズになら

ないことから、販売数に正の影響を与えていることが予想されるため。

オンラインダミー
オンライン機能はゲームプレイの幅を広げ、ゲームソフトの魅力を増大させるので、販

売数に正の影響があることが考えられるため。

原作ありダミー
原作がある場合、原作のファンがゲームソフトを購入することが考えられるので、販売

数に正の影響を与えていることが予想されるため。

英語版ダミー
英語版しかないゲームソフトは、日本人のプレイに適しているとは言い難く、販売数

に負の影響を与えている可能性があるため。

海外開発ダミー
海外で開発されたゲームソフトは、日本人の文化や感性に沿って製作されておら

ず、販売数に負の影響を与えていることが考えられるため。

CEROAダミー

CEROBダミー

CEROCダミー

CERODダミー

CEROZダミー

ジャンルダミー(16個)

消費者によってジャンルの好みは分かれており、好きなジャンルからゲームソフトの購

入を決めることが多いと思われる。そのため、人気のあるジャンルは販売数に正の影

響があることが考えられるので。

パブリッシャーダミー(34個)
パブリッシャーによってゲームソフトの質に違いが出ていることが考えられるので、販売

数に影響があることが予想されるため。

表６　属性データ一覧と取得理由

CEROは年齢区分を定めたものであり、特に、CEROZは18歳以上の実を対象とし

ており消費者層が限られるので、販売数に負の影響を与えていることが考えられる。

しかしその一方で、CEROZのゲームソフトの方が作り込みが複雑で消費者に好まれ

る場合も多く、その場合は販売数に正の影響を与えるため、どのような影響があるか

は予想できない。
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YouTube は最も代表性が高いといえるものの、もともとアメリカ合衆国から始

まったサービスであることもあり、国内ユーザの比率が小さい。例えば、ニー

ルセン (2013)によると、2013 年における国内月間ユニークユーザ数は約 2700

万人であるが、YouTube(2013)によると、総月間ユニークユーザ数は 10 億人を

超えているので、比率にして 3%に満たない。そのため、日本で発売している

ゲームソフトの中には世界的に有名なものが少なくないこともあり、ゲームプ

レイ動画視聴者層は国内ユーザにとどまらないので、ゲームプレイ動画視聴者

数が国内におけるゲームソフト販売本数に与える影響を分析するには問題があ

ると考えられる。その点について、ニコニコ動画は、大谷 (2012)で言われてい

るようにほとんどが国内ユーザであるため、国内ゲームソフト市場の分析に適

している。  

次に、ゲームプレイ動画が豊富にあるため。ニコニコ動画には動画に流れる

コメント機能がユーザに一体感をもたらすこともあり、ゲームプレイ動画の数

が非常に多い。例えば、ニコニコ動画で「プレイ動画」というキーワードで検

索した場合、動画が約 200 万件ヒットするが、YouTube では約 14 万件しかヒ

ットせず、FC2 動画に至っては 2,000 件しかヒットしない。無論、「プレイ動

画」というキーワードを入れていないゲームプレイ動画も多いため一概にはい

えないが、国内においてはゲームプレイ動画が極めて多い動画共有サービスと

予想される。  

付録５．４． ゲームプレイ動画の取得方法  

ゲームプレイ動画のデータ取得については、ゲームソフト名＋プレイ動画と

いう検索キーワードではヒットしない動画も多いため、ゲームソフト名やその
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略称等考えられるキーワード全てで or 検索を行い、以下の 4 つの条件に沿うゲ

ームプレイ動画のデータを目視で取得した。第一に、静画にゲーム音楽を加え

ただけの動画は除く。これは、音楽を紹介しているだけの動画であり、ゲーム

プレイ動画とは言い難いためである。第二に、シリーズ化しているゲームプレ

イ動画 76は、その中で最も再生回数の高い動画を残し、他は除く。シリーズ化

しているゲームプレイ動画においては、多くの視聴者が同じシリーズの複数の

動画を見ていることが予想されるため、それら全ての再生回数をカウントした

場合、視聴者数と大きく剥離してしまうと考えられる。例えば、 1 つのゲーム

を、同じ動画投稿者が 50 個のゲームプレイ動画に分けて投稿した場合、それ

らの再生回数を全てカウントしてしまうので、それを分割しないで投稿した場

合に比べて再生回数が著しく増えてしまう。それらの問題に対処するため、こ

のような措置を取った。ただし、シリーズ化については、必ずしもタイトルに

「その 1」「その 2」のように番号が振ってあるとは限らないため 77、シリーズ

化の定義を厳密にする必要がある。そこで本研究においては、あるゲームソフ

トについて、1 人の動画投稿者が複数の動画を投稿している場合、それらは全

てシリーズ化されているものと定義した。つまり、動画投稿者 1 人につき、ゲ

ームプレイ動画は 1 つ取得されている。第三に、体験版のゲームプレイ動画は

除く。これは、ゲームソフトによっては、体験版と製品版で内容が大きく異な

る場合もあるためである。第四に、パブリッシャーが公式に動画共有サービス

                                                   
76 動画共有サービスには動画 1 つあたりの投稿容量に制限があることや、動画投

稿者の時間的都合から、1 つのゲームについて複数に分けてゲームプレイ動画が投

稿されることが多い。  
77 特に、格闘ゲームやレースゲームのように、ストーリー性重視でないゲームソフ

トで多い。そのようなゲームプレイ動画においては、番号こそ振られていないもの

の、その動画投稿者が投稿した同ゲームのゲームプレイ動画にリンクが貼られてい

る等、実質的にシリーズ化しているものも多く見られる。  
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で配信しているトレーラー動画とゲームプレイ動画 78、並びにそれを消費者が

転載しただけの動画は除く。本研究においては、消費者が投稿したゲームプレ

イ動画の代替効果と補完効果を問題意識としているためである。  

付録５．５． 操作変数・モデルの妥当性  

操作変数の妥当性を検証するため、それぞれの内生変数を被説明変数、全て

の操作変数を説明変数として回帰した 1 段階目の F 統計量、Kleibergen and 

Paap(2006)の rk LM 統計量、Hansen(1982)の J 統計量の結果を表 3 に記載し

た。さらに、モデル自体のあてはまりの良さを検証するために、R2 の欄に

Centered R2 を載せている。Centered R2 とは、総平方和から残差平方和を引

いたものを、さらに総平方和で割ったものであり、OLS で言うところの決定係

数と同等のものである。  

 これらについて確認すると、まず、再生回数、価格共に 1 段階目の F 統計量

は 1%水準で有意になっているため、操作変数は 2 つの内生変数に対して有意

であると考えられる。次に、 rk LM 統計量、J 統計量についても、前者は 1%

水準で有意、後者は 10%水準でも有意でないため、操作変数は誤差項と相関し

ておらず、かつ、内生変数に対して十分に有意であると判断される。また、R2

は①列において約 0.65、②列において約 0.67 となっており、モデルの説明力

は高いと思われる。  

  

                                                   
78 公式ホームページで独自に公開されているものや、YouTube で配信されている

ものが多いが、中にはニコニコ動画で配信されているものもある。  
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第６章 考察  

 本研究では、情報通信とコンテンツ産業について、情報通信を利用した新し

いコンテンツビジネスモデル (インターネット配信 )と、情報通信を利用した消

費者による二次的著作物の共有という 2 点について、それらがパッケージ製品

販売数に対して持つ代替効果と補完効果を理論的に整理し、実証分析を行った。

実証分析では、デジタルコンテンツ産業である音楽産業、映像産業、ゲーム産

業を対象に、インターネット配信・二次的著作物の視聴者数を明示的に組み込

んだパッケージ製品需要モデルを利用し、それらがパッケージ製品販売数にど

のような影響を与えているか、内性生問題に対処したうえで実証分析を行って、

経営的・政策的含意を導いた。  

 第２章「分析のフレームワークと理論モデル」では、コンテンツ産業と情報

通信と消費者コピーに関する理論研究についてレビューした。そして、インタ

ーネット配信・二次的著作物がパッケージ製品に与える影響を理論的に整理し、

特に、Blackburn(2004)、Piolatto and Schuett(2011)のモデルを参考にして、

代替効果と補完効果を考慮した理論モデルと需要モデル (計量経済学的モデル )

を提示した。  

 第３章「音楽産業におけるインターネット配信の経済効果」の分析結果は、

パッケージ製品販売数に対してインターネット配信動画視聴者数は有意に正の

影響を与えており、その値は、インターネット配信動画再生回数が 1%増える

と、パッケージ製品販売数が約 0.27%増加するというものであった。このこと

から、音楽産業において、インターネット配信は CD 販売数に対して補完効果

>代替効果となっていると考えられるため、企業は積極的にインターネット配

信を行うことで、生産者余剰を増加させた方が良いと思われる。さらに、消費
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者にとっても、視聴機会が増えることで消費者余剰が必ず増加するため、社会

的厚生という観点からも、インターネット配信を積極的に行うべきだという結

論が得られた。  

また、人気、動画時間、ジャンルという 3 つの軸で詳細な分析を行った結果、

まず、人気については、人気のない作品においては有意に正の影響があった一

方で、人気作品においては有意な影響が見られなかった。次に、動画時間につ

いては、長さに関係なく有意に正の影響が見られたが、特に、動画時間が長い

方が大きな弾力性があった。最後に、ジャンルについては、ポップス、アイド

ルで有意に正の影響が見られた一方で、その他のジャンルでは有意な影響が見

られなかった。このことから、人気のない作品やポップス、アイドルジャンル

では、長時間動画を配信することでパッケージ製品の販売数増加が見込めるが、

それら以外では補完効果と代替効果が打ち消しあっており、動画作成コストや

動画配信コストの分、むしろ収益に負の影響があるといえる。特にジャンルに

ついては興味深く、多くのジャンルにおいてインターネット配信による補完効

果は代替効果と打ち消しあっていた。ただし、関連グッズやイベントへの波及

効果を考慮すると、生産者余剰に負であるとは必ずしもいえない。  

 第４章「映像産業におけるインターネット配信の経済効果」の分析結果は、

パッケージ製品販売数に対して無料配信動画視聴者数は有意に正の影響を与え

ており、その値は、無料配信動画再生回数が 1%増えると、パッケージ製品販

売数が約 0.10%増加するというものであった一方で、有料配信動画視聴者数は

有意な影響を与えていなかった。以上の結果から、少なくとも深夜アニメ市場

においては、無料配信はパッケージ製品販売数に対して正の影響があり、また、

有料配信はパッケージ製品に対して代替的ではなく、新規市場を開拓している
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と考えられる。そのため、企業は積極的にインターネット配信を行うことで、

生産者余剰を増加させた方が良いと思われる。さらに、消費者にとっても、視

聴機会が増えることで消費者余剰が必ず増加するため、社会的厚生という観点

からも、インターネット配信を積極的に行うべきだという、第３章に近い結論

が得られた。  

また、対象とする性別、原作の有無、人気という 3 つの軸で詳細な分析を行

った結果、まず、性別については、男性向では無料配信動画再生回数も有料配

信動画再生回数も有意に正であった一方で、女性向では有意な影響が見られな

かった。次に、原作の有無については、オリジナル作品では無料配信動画再生

回数が有意に正であった一方で、原作のある作品では有意な影響が見られなか

った。最後に、人気については、人気作品以外では無料配信動画再生回数が有

意に正であった一方、人気作品では有意な影響が見られなかった。以上のこと

から、男性向作品、オリジナル作品、人気のない作品においてインターネット

配信をすることで、パッケージ製品の販売数増加が見込めるが、それら以外で

は補完効果と代替効果が打ち消しあっており、動画作成コストや動画配信コス

トの分、音楽産業と同様に、むしろ収益に負の影響があるといえる。特に、全

体の 1 割程度しかないオリジナル作品で有意に正であった一方、原作あり作品

で有意にならなかった点は興味深い。ただしこれも、関連グッズやイベントへ

の波及効果を考慮すると、生産者余剰に負であるとは必ずしもいえない点には

注意が必要である。  

 第５章「ゲーム産業における二次的著作物共有の経済効果」の分析結果は、

パッケージ製品販売数に対してゲームプレイ動画視聴者数は有意に正の影響を

与えており、その値は、ゲームプレイ動画再生回数が 1%増えると、パッケー
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ジ製品販売数が約 0.26%増加するというものであった。この値は、無料配信・

有料配信の区別をしなかった音楽産業の分析における約 0.27%という値に近い

点についても興味深い。また、ジャンルを軸に詳細な分析を行った結果、ノベ

ルゲーム、レースゲームを除くジャンルについて有意に正の影響があり、特に、

格闘ゲーム、ガンシューティングゲーム、スポーツゲームの体感重視 3 ジャン

ルでは大きな弾力性があった。尚、ノベルゲーム、レースゲームについても、

有意に負の影響は見られなかったことから、ゲームプレイ動画の存在は、パッ

ケージ製品販売数に有意に正の影響を与えていると考えられるため、生産者は

むしろ、ゲームプレイ動画の投稿を促すような施策を打ち出すことが、短期的

にも長期的にも望ましいと考えられる。また、政策的にも、ゲームプレイ動画

を違法としている現在の規制水準は高いと考えられ、少なくともゲームプレイ

動画について、著作権法による規制を緩和するということも考えるべきである

といえる。特に、近年においては、TPP による非親告罪化と法廷損害賠償金導

入問題もあるため、例えば、城所 (2013)で言われているような日本版フェアユ

ース規定を定める等、政策的対応をとるべきであると考えられる。  

 今後、情報通信技術がさらに発展していくにつれて、情報通信とコンテンツ

産業の関係は、より複雑になっていき、かつ、より社会的重要性を増していく

と考えられる。こういった新しい技術の誕生と普及は、既存のビジネスモデル

を変革させてしまうため、企業は利用に慎重となる場合が多い。また、政策的

にも、法整備が追い付かず、変化に対応できないことが多い。しかしながら、

本研究の分析で見られたように、積極的に利用することによって、生産者余剰

にも社会的厚生にもプラスに働くことがある。そのため、情報通信とコンテン

ツ産業について、より理論的・実証的な研究を進め、既存ビジネスモデルと革
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新的ビジネスモデルのバランスや、政策による規制水準について、社会的厚生

を最大化させるような施策を検証していく必要があるのではないだろうか。  
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